
宋
代
の
士
人
身
分
に
つ
い
て

高

橋

芳

β良

【
要
約
）
　
宋
代
に
お
け
る
科
挙
制
度
の
整
備
と
進
士
及
第
者
に
対
す
る
高
い
官
職
の
保
証
と
は
、
官
立
・
私
立
の
学
校
の
普
及
と
も
相
倹
っ
て
空
前
の
数

に
達
す
る
読
書
人
階
層
を
生
み
出
し
た
。
挙
人
や
生
員
を
中
核
と
す
る
無
官
の
読
書
人
は
、
当
蒔
、
士
大
夫
一
官
僚
や
庶
民
と
は
区
別
さ
れ
た
社
会
層
と

し
て
士
人
、
士
子
等
と
呼
称
さ
れ
、
郷
里
社
会
に
お
い
て
は
、
官
僚
身
分
保
持
者
に
次
ぐ
身
分
的
地
位
を
有
す
る
者
と
意
識
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

郷
里
社
会
で
は
、
郷
官
・
寄
居
官
－
士
人
i
庶
民
と
い
う
身
分
序
列
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
士
人
は
こ
う
し
た
身
分
的
地
位
と
士
た
る
こ

と
の
自
覚
に
基
づ
き
、
郷
里
社
会
の
当
面
す
る
諸
課
題
の
解
決
の
た
め
に
指
導
者
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
が
、
一
方
で
は
そ
の
身
分
的
地
位
を
利
用
し
て

地
方
行
政
に
介
治
し
、
私
利
を
追
求
す
る
等
の
行
為
も
見
ら
れ
た
。
士
入
の
身
分
は
単
に
社
会
的
身
分
と
し
て
成
立
し
て
い
た
に
止
ま
ら
な
い
。
挙
人
や

生
員
は
役
法
と
刑
法
の
上
で
優
免
を
受
け
、
自
ら
を
法
的
身
分
と
し
て
も
確
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
挙
人
の
資
格
は
、
科
挙
試
の
上
で
は
臨

時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
役
法
と
刑
法
の
上
で
は
終
身
資
格
と
な
っ
て
い
た
。
更
に
実
際
の
裁
判
の
場
で
は
、
挙
人
や
生
員
に
限
ら
ず
、
士
人
は
士
人

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
刑
罰
の
減
免
を
受
け
て
お
り
、
国
家
体
制
上
に
お
け
る
、
あ
る
い
は
郷
里
社
会
に
お
け
る
士
人
の
支
配
階
級
的
性
格
は
、
次
第
に

明
確
な
形
を
と
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
六
九
巻
三
号
　
一
九
八
六
年
五
月

宋代の士人身分について（高橋）

は
　
じ
　
め
　
に

　
本
稿
に
言
う
身
分
と
は
、
国
家
体
制
、
分
業
関
係
、
階
級
関
係
、
血
縁
関
係
、
「
共
同
体
」
、
人
種
（
民
族
）
等
を
契
機
と
し
て
区
別
・
類
別

さ
れ
た
人
間
あ
る
い
は
人
間
集
団
の
社
会
的
な
い
し
法
律
的
地
位
で
あ
る
。
中
園
史
に
即
し
て
言
え
ば
、
国
家
体
制
を
契
機
と
す
る
身
分
区
分

は
、
君
－
賢
良
－
愚
闇
－
星
分
業
関
係
は
、
士
、
機
工
、
商
階
級
関
係
は
、
愚
筆
干
早
早
晦
渋
は
、
尊
－
署
長
1
㈹

幼
、
「
共
同
体
」
は
、
客
家
、
皇
民
、
人
種
（
民
族
）
は
、
元
朝
の
蒙
古
人
、
色
目
人
、
漢
人
、
（
南
人
）
と
い
っ
た
例
が
即
座
に
想
起
さ
れ
る
　
3
9



で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
身
分
は
、
多
く
の
場
合
政
治
的
に
編
成
さ
れ
た
縦
の
序
列
関
係
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
法
的
、
社
会
的
な
権
利
・
義
務
の
差
別
と

し
て
現
象
す
る
が
、
そ
の
中
で
も
最
も
基
本
的
な
身
分
区
分
は
、
棊
漢
帝
国
の
成
立
時
よ
り
清
代
ま
で
を
限
っ
て
み
れ
ば
、
君
－
臣
、
良
一
賎
、

官
…
民
の
三
区
分
で
あ
っ
た
と
雷
っ
て
よ
い
。
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
専
制
的
な
国
家
体
制
を
契
機
に
形
作
ら
れ
る
身
分
区
分
が
、
通
時
的
に
中

国
社
会
の
基
本
的
な
身
分
秩
序
を
構
成
し
て
い
た
と
い
う
、
言
っ
て
み
れ
ば
極
め
て
当
然
と
も
思
わ
れ
る
点
を
、
さ
し
当
り
中
国
史
に
お
け
る

身
分
秩
序
の
特
徴
の
一
つ
に
数
え
て
お
く
こ
と
に
ま
ず
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
の
基
本
的
三
区
分
の
中
の
官
－
民
の
関
係
は
、
奪
う
ま
で
も
な
く
官
僚
身
分
を
持
つ
者
と
庶
民
と
の
身
分
関
係
で
あ
る
が
、

こ
の
官
一
民
の
関
係
は
多
く
の
場
合
士
…
庶
の
関
係
と
互
換
可
能
で
あ
る
。
「
士
」
と
は
、
既
述
の
よ
う
に
本
来
分
業
関
係
を
契
機
に
他
と
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

別
さ
れ
た
身
分
で
あ
り
、
例
え
ば
、
宋
版
『
名
公
書
判
清
明
集
』
（
以
下
『
清
明
集
』
と
略
記
）
違
法
交
易
「
叔
偽
立
契
、
発
売
族
姪
田
野
」
に
、

　
黄
書
士
の
為
す
所
を
観
る
に
、
人
を
し
て
蓋
干
し
て
地
無
か
ら
し
む
。
士
は
円
を
戴
き
方
を
履
み
、
纏
え
を
学
び
道
を
問
う
。
凡
民
と
異
な
る
所
以
の
者
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
其
れ
仁
義
焉
に
存
す
る
を
以
て
な
る
の
み
。
…
…

と
あ
る
よ
う
に
、
「
士
」
が
凡
民
1
1
庶
民
と
区
別
さ
れ
る
の
は
、
彼
等
が
儒
教
的
教
養
の
修
得
と
倫
理
的
徳
目
の
実
践
と
を
当
為
と
す
る
者
だ

か
ら
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
知
的
道
徳
的
価
値
を
体
現
し
て
い
る
老
こ
そ
が
政
治
的
統
治
者
た
り
う
る
と
い
う
旧
中
国
社

会
の
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
一
儒
教
的
価
値
観
・
理
念
）
は
、
本
来
分
業
関
係
に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
士
－
庶
の
関
係
を
、
政
治
的
支
配
と
被

支
配
の
関
係
で
あ
る
官
－
民
の
関
係
へ
と
欄
度
的
に
転
化
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
、
統
治
す
る
階
級
と
し
て
の
士
と
統
治
さ
れ
る
階
級
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

庶
と
い
う
身
分
区
分
は
、
官
一
民
の
身
分
区
分
と
ほ
ぼ
同
義
の
も
の
と
し
て
、
中
国
史
を
貫
く
基
本
的
・
通
時
的
シ
ェ
ー
マ
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
聖
代
史
料
に
お
い
て
も
、
周
知
の
ご
と
く
官
僚
身
分
を
有
す
る
者
は
し
ば
し
ば
「
士
大
夫
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
、
官
－
民
と
士

一
庶
と
は
全
く
同
じ
身
分
関
係
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
が
同
時
に
、
少
な
か
ら
ぬ
築
三
史
料
に
は
、
士
大
慌
と
は
区
別
さ
れ
庶
民
と
も
区
別
さ

れ
た
「
士
人
」
、
「
士
子
」
、
「
士
類
」
と
い
っ
た
語
句
が
頻
出
し
、
そ
の
結
果
、
官
－
民
と
士
－
庶
の
身
分
区
分
に
は
大
き
な
ズ
レ
、
不
一
致
部
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宋代の士人，身分について（高橋）

分
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。
宋
代
に
お
け
る
科
挙
制
度
の
整
備
と
進
士
及
第
者
に
対
す
る
高
い
官
職
の
保
証
と

は
、
官
立
・
私
立
の
学
校
の
普
及
と
も
相
倹
っ
て
、
科
挙
の
受
験
を
め
ざ
す
薦
垂
な
数
の
読
書
人
を
生
み
出
し
た
。
愛
宕
松
男
氏
の
試
算
に
よ

れ
ば
、
宋
代
の
礼
部
に
お
け
る
中
央
試
（
省
試
）
の
受
験
者
数
は
一
万
名
に
近
く
、
州
で
行
な
わ
れ
る
地
方
試
（
嘗
試
）
の
そ
れ
は
毎
回
十
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

万
名
に
達
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
科
挙
の
及
第
者
数
は
、
平
均
し
て
二
、
三
年
に
一
度
、
数
百
名
を
限
度
と
す
る
か
ら
、
大
多
数
の
受
験
者

は
当
然
の
こ
と
に
無
官
の
ま
ま
社
会
の
中
に
滞
留
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
官
僚
身
分
を
持
た
な
い
読
書
人
が
、
宋
代
に
は
士

人
、
士
子
等
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
等
は
、
官
－
民
の
身
分
区
分
か
ら
す
れ
ば
「
民
」
で
あ
り
な
が
ら
、
士
－
庶
の
身
分
区
分
か
ら

す
れ
ば
「
±
」
な
の
で
あ
る
。

　
道
立
史
料
に
見
え
る
士
人
、
士
子
の
語
句
に
最
も
早
く
、
ま
た
唯
一
着
目
し
た
の
は
酒
井
忠
夫
氏
で
あ
っ
た
。
酒
井
氏
は
一
九
六
〇
年
に

『
中
国
善
書
の
研
究
』
（
国
書
刊
行
会
）
を
著
し
、
そ
の
第
二
章
「
明
美
の
社
会
と
郷
里
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
「
船
越
に
は
生
員
を
主
と
し
て
挙
人
等
を
含
め
た
読
書
人
で
官
僚
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
に
対
し
、
士
、
士
子
、
士
人
、
衿
士
の
用
語
が
行
わ
れ
て
い
た
」

　
　
（
八
三
頁
）

　
　
「
士
子
、
士
人
の
語
は
既
に
砂
面
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
期
末
に
お
け
る
如
く
、
郷
紳
と
並
べ
て
士
人
を
何
ら
か
の
関
連
的
意
義
を
も
つ
て
考
え
る
如

　
き
用
例
は
現
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
（
八
五
頁
）

　
　
「
明
制
で
は
、
生
鮮
、
挙
人
は
本
籍
地
蹟
身
を
本
体
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
南
宋
以
後
お
こ
っ
て
来
た
官
僚
の
翌
夜
植
党
の
風
を
一
般
的
な
傾
向
と
す
る
に

　
　
翌
つ
た
。
し
か
も
明
制
で
は
生
卵
、
挙
人
は
一
種
の
学
位
身
分
で
あ
っ
て
一
度
得
た
資
格
は
圃
定
化
し
、
社
会
的
地
位
を
示
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。
こ
の
点

　
　
は
宋
代
の
解
試
挙
人
は
臨
時
的
の
も
の
で
州
の
暗
面
に
及
第
し
た
時
に
、
中
央
の
省
試
に
一
回
限
り
応
ず
る
権
利
を
得
る
に
止
る
の
と
は
大
い
に
異
っ
て
い

　
　
た
。
こ
の
よ
う
な
科
挙
制
度
自
体
か
ら
、
明
代
で
は
郷
里
社
会
で
は
、
官
僚
以
下
挙
人
生
員
等
が
一
連
の
縦
に
煙
る
社
会
的
身
分
と
し
て
意
識
さ
れ
た
の
で

　
あ
る
」
（
九
三
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
宋
代
の
挙
人
の
資
格
は
臨
時
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
・
．
」
い
う
酒
井
氏
の
指
摘
は
、
宮
崎
市
定
氏
の
『
科
挙
』
（
秋
田
屋
、
一
九
四
六
年
）
の
解
説

を
ふ
ま
え
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
理
解
は
、
宋
制
と
明
制
と
の
相
違
と
し
て
既
に
常
識
的
知
見
に
属
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
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い
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
宮
崎
氏
や
酒
井
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
宋
代
の
挙
人
や
生
魚
は
國
定
化
し
た
終
身
身
分
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
解
毒
↓
省
試
↓
殿
試
と
い
う
科
挙
試
の
階
梯
上
の
資
格
に
限
定
し
た
場
合
に
妥
当
す
る
理
解
で
あ
っ
て
、
挙
人
や
生
員
の

社
会
的
地
位
、
法
的
身
分
と
い
う
側
面
か
ら
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、
明
代
と
酷
似
し
た
、
あ
る
い
は
明
代
に
先
行
す
る
実
質
を
備
え
た
彼
等
の

身
分
像
を
描
き
出
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
は
、
従
来
酒
井
氏
以
外
に
は
殆
ど
論
及
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
宋

代
の
挙
人
・
生
員
を
中
核
と
す
る
読
書
人
U
士
人
の
身
分
像
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
な
お
、
本
稿
の
作
業
は
妾
初
重
田
分
野
に
代
表
さ
れ
る
明
清
代
の
「
郷
紳
支
配
」
論
を
強
く
意
識
し
つ
つ
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
宋
代

の
士
人
身
分
に
関
す
る
研
究
の
蓄
積
は
皆
無
に
近
く
、
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
の
検
討
は
極
め
て
基
礎
的
な
段
階
か
ら
出
発
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

た
め
、
宋
代
社
会
の
構
造
論
な
い
し
特
質
論
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
と
思
う
。
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①
　
　
『
名
公
盤
判
清
明
集
』
は
東
京
面
諭
堂
文
庫
に
宋
版
本
証
分
量
が
所
蔵
さ
れ
て

　
い
る
が
、
上
海
図
書
館
に
明
版
本
十
四
巻
本
、
北
京
図
轡
館
に
明
版
本
十
巻
本

　
（
巻
一
～
巻
十
、
版
本
自
体
は
同
一
）
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
近
年
わ
が
畷

　
に
も
紹
介
さ
れ
た
。
私
は
一
九
八
五
年
重
畳
大
学
留
学
中
に
、
上
海
図
謎
館
で
十

　
四
巻
本
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
、
北
京
図
書
館
で
十
巻
本
の
原
本
を
閲
覧
す
る

　
機
会
を
得
、
更
に
十
四
巻
本
の
マ
イ
ク
ロ
か
ら
一
部
分
を
写
真
複
写
す
る
便
宜
を

　
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
復
旦
大
学
、
上
海
図
書
館
、
北
京
図
書
館
の

　
関
係
各
位
に
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。
静
嘉
堂
所
蔵
の
宋
版
本
は
、
二
、
三
の
判
語

　
の
出
入
を
除
き
ほ
ぼ
完
全
に
明
版
本
の
巻
四
、
五
、
入
、
九
に
桐
当
す
る
が
、
宋

　
版
本
該
当
部
分
の
複
写
は
果
せ
な
か
っ
た
の
で
、
以
下
の
行
細
雨
や
や
煩
雑
で
は

　
あ
る
が
、
引
用
は
宋
版
と
伝
馬
と
に
区
訳
し
て
行
な
う
。

　
　
な
お
、
明
版
本
の
紹
介
と
書
誌
学
的
研
究
に
つ
い
て
は
、
陳
智
超
「
明
刻
本

　
《
名
公
書
判
清
明
集
》
述
略
」
（
「
中
川
史
研
究
」
一
九
八
四
年
第
四
期
）
を
参
照
。

　
ま
た
、
開
版
本
の
写
真
版
か
ら
の
電
子
複
写
を
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
東

　
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
に
寄
贈
し
て
あ
る
の
で
、
希
望
者
は
閲
覧
さ
れ
た
い
。

②
　
観
黄
貢
士
所
為
、
石
人
宝
蔵
無
地
。
霜
夜
円
履
方
、
学
古
常
道
。
所
以
異
於
凡

　
民
者
、
以
其
仁
義
存
焉
耳
。
…
…

⑧
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
し
当
り
、
谷
川
道
雄
「
中
園
社
会
の
構
造
的
特
質
と

　
知
識
人
の
問
題
」
（
『
思
想
』
五
八
二
号
、
一
九
七
二
年
）
、
『
中
国
士
大
夫
階
級
と

　
地
域
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
総
合
的
研
究
』
（
昭
和
五
七
年
度
文
部
省
科
学
研

　
究
費
補
助
金
総
合
研
究
㈲
研
究
成
果
報
告
書
、
一
九
八
三
年
）
を
参
照
。

④
愛
宕
松
男
『
ア
ジ
ア
の
征
服
王
朝
』
（
『
世
界
の
歴
史
』
十
一
、
河
出
書
房
新
社
、

　
一
九
六
九
年
）
二
四
一
頁
～
。

⑤
　
同
書
三
八
～
九
頁
。

⑥
　
重
田
徳
「
郷
紳
の
歴
史
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て
…
郷
紳
観
の
系
譜
i
」
（
「
人
文
研

　
究
」
二
二
巻
四
分
冊
、
一
九
七
一
年
、
後
に
『
継
代
社
会
経
済
史
研
究
』
岩
波
書

　
店
、
一
九
七
七
年
、
に
収
録
）
、
同
氏
「
郷
紳
支
配
の
成
立
と
構
造
」
（
『
岩
波
講
座

　
世
界
歴
史
』
十
二
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
後
に
前
掲
『
清
代
社
会
経
済
史

　
研
究
』
に
収
録
）
。



嗣
　
士
人
の
社
会
的
身
分

σD

@
「
士
人
」
の
用
語
例

宋代の士人身分について（高橋）

　
管
見
の
限
り
、
宋
代
史
料
に
士
大
夫
と
記
さ
れ
る
者
の
殆
ど
は
官
僚
身
分
を
持
つ
者
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
読
書
人
は
士
人
、
土
子
等
と
呼

称
さ
れ
て
い
た
。
士
人
、
士
子
の
中
核
を
な
す
の
は
、
科
挙
に
応
じ
て
官
僚
の
地
位
を
得
よ
う
と
す
る
挙
人
、
下
生
、
下
汐
で
あ
り
、
彼
等
を

土
人
、
士
子
と
呼
ぶ
用
例
は
『
宋
史
』
の
選
挙
志
、
『
宋
会
裏
襟
稿
』
の
選
挙
、
『
文
献
通
宝
』
の
学
校
考
、
選
挙
考
と
い
っ
た
史
料
群
に
枚
挙

に
暇
な
い
ほ
ど
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
官
僚
身
分
を
持
た
な
い
者
を
士
大
夫
と
言
い
、
逆
に
官
僚
身
分
を
持
つ
者
を
士
人
と
呼

ぶ
用
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
蘇
徹
『
叢
叢
集
』
巻
二
五
「
伯
父
墓
表
」
に
、

　
淫
事
は
唐
よ
り
始
ま
り
、
眉
（
州
）
に
家
す
。
五
季
を
間
て
、
皆
仕
え
ず
。
蓋
し
独
り
蘇
氏
の
み
に
は
非
ざ
る
な
り
。
凡
そ
眉
の
士
大
夫
、
身
を
家
に
修
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
政
を
郷
に
為
し
、
皆
敢
て
は
仕
う
る
者
莫
か
り
き
。
…
…

と
あ
る
の
は
、
官
途
に
つ
か
な
い
読
書
人
を
士
大
夫
と
呼
ぶ
例
で
あ
り
、
斎
場
『
容
斎
四
半
』
巻
九
「
書
簡
循
習
」
に
、

　
近
代
の
士
入
、
短
い
に
書
尺
の
語
言
を
承
く
る
に
、
奇
撰
に
浸
癒
す
。
賢
識
有
る
と
雅
も
、
自
か
ら
改
む
る
能
わ
ず
。
…
…
予
績
に
守
た
り
し
隠
、
属
県
興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
国
の
宰
書
を
論
り
て
云
う
、
取
水
に
駆
策
有
り
、
疏
下
せ
ん
こ
と
を
乞
う
、
と
。
激
水
な
る
者
は
、
彼
の
邑
の
一
水
な
る
の
み
。
…
…

と
見
え
る
の
は
、
知
県
を
も
含
め
て
士
人
と
記
す
例
で
あ
る
。
ま
た
、
黄
牛
『
慈
渓
黄
氏
日
抄
分
類
』
巻
七
八
「
詞
訴
約
束
」
の
中
の
“
詞
訴

次
第
”
と
題
す
る
一
項
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　
国
家
の
四
民
、
土
・
農
・
工
・
商
、
応
有
る
詞
訴
、
今
四
項
に
分
つ
。
先
ず
士
人
を
点
濡
し
聴
唖
す
。
商
人
は
士
入
の
姓
名
を
単
呼
す
る
を
得
ず
、
須
ら
く

　
某
人
省
元
と
称
す
べ
し
。
其
れ
士
た
り
て
已
に
貴
た
る
と
蔭
子
孫
に
及
び
て
官
有
る
と
、
幹
事
を
用
い
て
聴
状
す
る
者
は
、
士
人
の
後
に
随
附
し
、
幹
僕
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
却
ち
姓
名
を
呼
す
。
然
れ
ど
も
須
ら
く
本
宅
の
保
明
有
り
て
方
め
て
憂
く
べ
し
。
…
…

こ
こ
で
は
、
同
じ
く
士
．
士
人
と
呼
ば
れ
な
が
ら
も
、
「
船
人
省
元
」
と
称
さ
れ
る
者
と
、
幹
僕
に
訴
訟
を
代
理
さ
せ
る
権
利
を
持
つ
官
僚
身
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④

分
の
者
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
「
省
元
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
語
義
と
し
て
は
省
試
第
一
名
及
第
者
の
謂
で
あ
る
が
、
宋
代
史

料
で
は
挙
人
を
「
郷
貢
進
士
扁
と
書
い
、
太
学
生
を
「
国
学
進
士
」
、
州
県
学
生
員
を
「
国
学
待
補
生
」
、
科
挙
を
め
ざ
す
読
書
人
を
「
進
士
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
呼
ぶ
こ
と
も
行
な
わ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
「
省
元
」
は
無
官
の
読
書
人
一
般
に
対
す
る
尊
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
官
僚
身
分
の
有
無
を
問
わ
ず
士
大
夫
と
士
人
の
語
が
通
用
さ
れ
る
例
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
既
述
の
よ
う
に
、
宋
代
史
料

に
士
人
、
士
子
と
記
さ
れ
る
者
の
圧
倒
的
多
数
は
未
だ
官
僚
身
分
を
持
つ
に
至
ら
な
い
読
書
人
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
以
下
に
、
先
掲
の
史
料
群

お
よ
び
酒
井
氏
の
挙
例
以
外
か
ら
若
干
の
用
例
を
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
王
椋
『
燕
翼
語
謀
録
』
で
は
官
僚
を
し
ば
し
ば
士
大
夫
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
巻
一
「
革
帯
之
制
」
に
、

　
国
初
、
士
庶
服
す
る
所
の
革
帯
、
未
だ
軍
制
有
ら
ず
。
…
…
太
平
興
国
七
年
正
月
壬
寅
、
詔
す
ら
く
、
三
品
以
上
の
鋳
は
玉
を
以
て
し
、
…
…
八
品
九
品
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
黒
銀
を
以
て
し
、
…
…
流
外
官
・
工
商
・
士
人
・
庶
入
は
鉄
王
二
色
を
以
て
す
。
…
…

と
あ
り
、
品
官
や
工
商
・
庶
人
と
は
区
別
さ
れ
た
土
人
の
語
が
見
え
、
同
書
巻
二
「
上
士
得
野
鼠
」
に
、

　
　
旧
制
、
士
人
と
編
眠
と
等
し
。
太
中
祥
符
五
年
二
月
、
費
し
て
、
貢
挙
の
人
曾
て
南
省
の
試
に
与
り
し
は
、
公
葬
は
収
去
せ
し
め
、
而
し
て
面
す
る
所
は
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
罪
の
徒
に
止
む
。
…
…

と
あ
る
の
は
、
挙
人
を
士
人
と
呼
ぶ
例
で
あ
り
、
同
書
二
四
「
卑
幼
碁
喪
免
自
製
」
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
旧
制
、
碁
喪
百
日
錦
芋
を
妨
ぐ
る
こ
と
、
尊
長
卑
語
も
同
じ
。
藩
論
こ
れ
を
病
み
、
多
く
京
に
入
り
哀
を
冒
し
、
就
き
て
鼻
詰
を
同
じ
く
す
。
…
…

と
見
え
る
の
は
、
科
挙
の
受
験
生
一
般
を
士
人
と
記
す
例
で
あ
る
。
宋
代
の
科
挙
試
や
曲
学
の
入
試
は
、
明
制
と
は
異
な
っ
て
、
一
般
に
学
籍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

を
持
た
な
い
者
に
も
応
試
の
途
が
開
か
れ
て
い
た
か
ら
、
監
生
や
生
員
以
外
に
も
士
人
と
呼
ば
れ
る
読
書
人
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
趙
升
『
朝

野
類
要
』
巻
二
「
混
補
」
に
も
㍉

　
天
下
の
士
人
、
学
籍
有
り
や
無
し
や
を
限
ら
ず
、
皆
省
に
赴
き
本
経
を
試
す
を
得
。

と
あ
り
、
混
補
、
す
な
わ
ち
太
学
の
入
試
に
府
州
県
学
の
生
壁
以
外
の
者
の
受
験
を
も
認
め
る
糊
度
を
解
説
す
る
中
で
、
受
験
生
一
般
を
士
人
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宋代の士入身分について（高橋）

と
称
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
る
い
は
ま
た
、
黄
蘇
『
勉
斎
集
』
巻
三
三
、
判
語
「
太
学
生
劉
機
罪
犯
」
に
、

　
行
い
に
已
に
恥
有
る
は
、
則
ち
こ
れ
を
士
と
謂
い
、
郷
党
弟
と
称
す
る
は
、
則
ち
こ
れ
を
士
と
謂
う
。
上
機
既
に
士
人
た
り
、
又
嘗
て
太
学
に
遊
べ
ば
、
自

　
ず
か
ら
合
に
動
や
礼
法
に
循
い
、
士
行
を
軽
み
守
る
べ
し
。
今
乃
ち
警
護
を
専
ら
に
し
、
呪
い
ま
ま
に
竪
桟
を
陵
蔑
す
。
…
…
行
検
此
の
如
く
ん
ば
、
便
ち

　
読
書
し
万
巻
の
文
章
の
妙
を
志
せ
し
む
る
も
、
天
下
亦
何
ぞ
以
て
士
為
る
の
列
に
歯
ぶ
る
に
足
ら
ん
や
。
准
の
人
本
よ
り
翼
翼
に
し
て
、
士
子
も
亦
皆
重
厚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
た
り
。
劉
機
但
に
太
学
の
故
を
以
て
、
而
し
て
為
す
駈
の
狂
悸
、
乃
ち
此
の
如
し
。
…
…

と
あ
る
よ
う
に
、
士
た
る
こ
と
の
本
質
的
要
件
は
、
儒
教
的
教
養
の
修
得
と
道
徳
的
実
践
と
に
求
め
ら
れ
る
。
官
僚
と
し
て
の
地
位
や
学
籍
の

有
無
は
、
本
来
士
た
る
こ
と
の
必
要
条
件
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
『
朱
子
語
類
』
二
十
三
「
力
行
」
に
、

　
　
士
人
、
先
ず
科
挙
と
読
書
の
両
件
、
慮
れ
か
軽
く
執
れ
か
重
き
か
を
分
別
す
べ
し
。
若
し
読
書
上
に
七
分
の
志
有
り
て
、
科
挙
上
に
三
分
有
れ
ば
、
猶
自
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
か
ら
可
な
り
。
…
…

と
あ
り
、
洪
遙
『
容
斎
三
筆
』
巻
六
「
賢
士
隠
居
者
」
に
、

　
　
士
子
、
己
れ
を
修
め
学
を
篤
く
し
、
独
り
其
の
身
を
善
く
し
、
人
に
知
ら
れ
る
を
求
め
ず
、
人
も
亦
知
る
能
う
莫
き
者
、
至
る
所
に
或
い
は
こ
れ
有
り
。
予

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
毎
に
其
の
伝
無
き
を
惜
む
。
・
…
：

と
あ
る
よ
う
に
、
挙
業
を
主
要
な
目
的
に
せ
ず
に
「
読
書
」
に
励
み
、
あ
る
い
は
挙
業
を
事
と
せ
ず
に
学
問
と
修
身
に
努
め
る
者
も
ま
た
、
士

人
と
呼
ば
れ
士
子
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
若
干
の
挙
例
の
ほ
か
、
以
下
の
行
論
理
に
引
用
す
る
事
例
か
ら
も
容
易
に
窺
い
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
科
挙
の
階
梯
を
歩
む
挙
人
や
三

管
、
あ
る
い
は
儒
教
的
教
養
を
備
え
た
読
書
人
を
磐
代
に
は
士
人
、
士
子
と
呼
ん
で
い
た
。
官
僚
一
士
大
夫
と
は
区
別
さ
れ
、
庶
民
と
も
区
別

さ
れ
た
士
人
、
士
子
な
る
呼
称
の
一
般
的
成
立
は
、
宋
代
に
官
僚
身
分
を
有
す
る
者
と
庶
民
と
の
中
間
に
一
群
の
読
書
人
階
層
が
形
成
さ
れ
た

こ
と
と
直
接
対
応
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

45 （357）



②
士
人
の
地
位
と
活
動
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そ
れ
で
は
、
か
か
る
士
人
層
の
社
会
的
地
位
、
郷
里
社
会
i
こ
こ
で
は
行
政
区
画
と
し
て
の
県
を
想
定
し
て
お
く
一
－
に
お
け
る
身
分
序

列
は
、
当
時
ど
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
前
節
に
掲
げ
た
〃
詞
訴
次
第
”
で
は
、
病
状
の
際
に
無
官
の
士
人
に
対
し
て
は
「
仁
人
省
元
」
な
る
尊
称
を
も
っ
て
称
呼
す
べ
く
地
方
官
が

吏
人
に
申
し
付
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
旧
版
『
清
明
集
』
巻
十
二
、
懲
悪
門
、
把
持
「
把
持
公
事
、
無
為
吏
人
」
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
当
職
任
に
到
り
し
ょ
り
以
来
、
士
類
に
於
て
は
毎
に
敬
礼
を
加
え
、
儒
の
衣
冠
を
仮
る
者
に
至
り
て
も
、
或
い
は
例
と
し
て
借
り
に
辞
色
を
以
て
す
。
…
…

と
あ
り
、
士
人
は
地
方
官
に
「
敬
礼
」
を
も
っ
て
遇
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
「
儒
の
衣
冠
を
仮
る
者
」
と
は
、
挙
人
や
生
員
の
資
格
を
持
た
な

い
在
野
の
読
書
人
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
等
に
対
し
て
も
一
定
の
敬
意
が
払
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
朱
黒
…
『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』

巻
十
八
「
奏
巡
歴
至
台
州
奉
行
事
件
状
」
に
は
、
賑
憧
の
実
施
に
関
し
て
、

　
…
…
勿
土
居
の
官
員
・
士
人
の
誠
実
練
事
に
し
て
衆
の
服
す
る
所
と
為
る
者
を
訥
訪
し
到
り
、
一
県
数
人
、
礼
を
以
て
敦
請
し
、
州
県
当
職
の
官
と
公
共
に

　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
措
置
せ
し
む
。
…
…

と
い
う
一
節
が
あ
り
、
同
書
巻
九
九
「
社
倉
事
国
偏
に
も
、
社
倉
の
運
営
に
関
し
て
、
「
…
…
臣
と
本
郷
土
居
の
官
員
及
び
±
人
数
人
、
同
共

に
掌
管
す
る
に
係
り
、
…
…
」
、
「
・
…
：
働
本
郷
土
居
の
官
員
・
士
人
の
行
義
有
る
者
と
本
県
官
を
差
し
、
同
共
に
掌
管
せ
し
め
、
…
…
」
と
い

っ
た
記
述
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
賑
醜
や
社
倉
と
い
っ
た
地
方
行
政
・
福
祖
活
動
に
お
い
て
、
士
人
は
、
そ
の
す
べ
て
の
老
で
は
な
い
に

せ
よ
、
「
衆
の
服
す
る
所
と
為
る
者
」
、
「
行
義
有
る
者
」
と
し
て
地
方
官
か
ら
「
礼
を
以
て
敦
請
」
さ
れ
、
地
方
官
や
土
居
の
官
員
と
と
も
に
中

心
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
置
潮
の
文
集
で
は
「
土
居
官
員
」
は
「
郷
官
」
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
明
清
代
の
「
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

紳
」
と
同
じ
く
、
退
職
・
請
暇
中
の
官
僚
に
対
す
る
郷
里
社
会
で
の
呼
称
で
あ
ろ
う
。
賑
憧
に
関
し
て
は
更
に
、
『
慈
増
力
氏
日
歯
分
類
』
巻

七
八
「
四
月
初
十
日
入
撫
州
界
、
再
発
暁
諭
貧
富
升
降
榜
」
に
も
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
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羅
を
急
ぐ
者
は
富
室
な
り
。
羅
を
待
つ
者
は
飢
民
な
り
。
官
司
既
に
慰
撫
を
以
て
吏
の
好
を
滋
く
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
此
の
詠
絡
を
公
私
上
下
の
間
に
通
ず
る

　
者
は
、
編
曲
好
誼
の
士
な
り
。
右
、
貴
寓
の
賢
・
学
校
の
英
・
郷
間
岩
穴
の
道
を
抱
き
未
だ
仕
え
ざ
る
の
彦
に
請
い
、
各
お
の
天
地
民
物
を
以
て
心
と
為
し
、

　
各
お
の
郷
邦
に
父
母
た
る
を
以
て
念
と
為
し
、
義
理
を
以
て
郷
の
富
者
を
感
動
し
、
恩
威
を
以
て
郷
の
貧
者
に
開
諭
し
、
施
行
の
未
だ
当
ら
ず
事
宜
の
未
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
悉
さ
ざ
る
を
以
て
、
告
げ
て
州
県
の
耳
鼠
接
せ
ざ
る
者
の
為
に
せ
ん
こ
と
を
。
…
…

「
平
曲
好
誼
謀
士
」
と
し
て
賑
憧
に
お
け
る
最
も
枢
要
な
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
貴
再
診
賢
」
1
1
郷
倉
、
「
学
校
之
英
」
1
1
生
員
、

「
門
閥
岩
穴
抱
道
徳
仕
之
彦
」
一
在
野
の
読
書
人
、
の
三
者
で
あ
る
。
右
の
著
者
黄
震
が
こ
こ
で
、
行
政
機
構
を
通
じ
て
で
は
な
く
、
あ
え
て

郷
官
と
士
人
に
依
拠
し
て
賑
憶
を
行
な
お
う
と
企
図
し
た
の
は
、
郷
官
・
士
人
の
郷
民
に
対
す
る
少
な
か
ら
ぬ
影
響
力
と
指
導
力
と
が
あ
っ
た

れ
ば
こ
そ
で
あ
ろ
う
。
宋
代
以
降
知
県
を
「
父
母
」
な
い
し
「
父
母
官
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
、
郷
官
・
士
人
を
も
「
郷
邦
に
父
母
た
る
」
者
と
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
士
人
の
身
分
序
列
に
つ
い
て
は
更
に
、
『
宋
会
要
輯
稿
』
刑
法
三
、
紹
興
三
〇
年
（
＝
六
〇
）
八
月
二
四
日
の
詔
に
、

　
比
来
省
部
の
人
好
、
随
時
弊
を
生
じ
、
命
官
士
庶
、
公
事
を
理
訴
す
る
に
、
法
と
し
て
行
う
べ
し
と
錐
も
、
賄
賂
未
だ
至
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
行
成
・
延
廻
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
問
難
し
て
已
ま
ず
。
…
…

と
あ
り
、
中
央
政
府
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
命
官
・
士
・
庶
と
い
う
遮
称
が
認
め
ら
れ
る
。
郷
里
社
会
の
レ
ベ
ル
で
は
、
明
版

『
清
明
集
』
巻
一
、
官
吏
門
、
禁
敢
「
禁
敢
部
民
挙
揚
知
県
徳
政
」
に
、

　
当
職
素
よ
り
風
俗
美
か
ら
ず
、
放
誰
健
訟
た
る
を
聞
く
も
、
未
だ
敢
え
て
は
以
て
信
に
亙
り
と
為
さ
ざ
り
き
。
再
び
邑
境
に
入
る
に
、
便
ち
有
業
の
官
員
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
士
人
・
上
戸
の
萢
文
・
呉
餅
等
六
十
七
人
、
郷
民
五
百
二
人
を
糾
率
し
、
朱
桿
の
長
槍
一
条
を
継
て
、
白
旗
を
其
の
上
に
掲
げ
、
道
を
遮
り
て
陳
詞
す
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
あ
り
、
官
員
・
±
人
・
上
芦
六
十
七
名
が
郷
民
五
百
絵
名
を
糾
率
し
、
知
県
の
徳
政
の
顕
称
を
求
め
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
著
者

史
弥
堅
が
知
建
寧
府
の
時
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
宮
員
・
士
人
・
上
戸
と
い
う
連
称
は
郷
里
社
会
に
お
け
る
身
分
序
列
を
示
す
も
の
で
あ
ろ

う
し
、
同
時
に
彼
等
の
郷
民
に
対
す
る
指
導
力
の
大
き
さ
を
教
え
る
史
料
で
も
あ
る
。
士
人
の
郷
里
社
会
に
お
け
る
身
分
的
地
位
を
よ
り
具
体
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的
に
明
示
す
る
の
は
、
『
両
三
金
石
志
』
巻
十
五
所
収
の
「
金
壇
県
嘉
定
甲
申
楽
局
記
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
嘉
定
甲
申
（
＝
一
二
四
）
の
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
金
壇
県
で
行
な
わ
れ
た
賑
憶
の
経
緯
と
掴
資
者
、
掲
資
額
の
一
覧
蓑
と
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
摘
資
者
は
順
に
、
知
県
以
下
現
職
・
退
職
の
官

僚
十
四
名
、
「
郷
軍
進
士
」
一
挙
人
題
名
、
「
国
学
進
士
」
1
1
太
学
生
一
名
、
「
国
学
待
補
生
」
一
州
州
県
学
生
員
九
名
、
「
玉
牒
」
一
宗
墨
壷
氏

の
枝
派
二
名
、
「
将
仕
郎
」
「
意
義
副
尉
」
な
ど
恩
貸
に
よ
る
授
義
者
お
よ
び
そ
の
子
孫
震
蕩
、
「
進
士
」
一
在
野
の
読
書
人
十
五
名
と
転
学
学
諭

一
名
、
「
邑
人
」
一
庶
民
十
五
名
、
僧
侶
一
名
、
道
士
一
名
、
で
あ
る
。
こ
の
記
載
順
序
は
、
疑
い
な
く
県
レ
ベ
ル
に
お
け
る
社
会
的
な
身
分
序

列
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
更
に
こ
れ
に
よ
っ
て
、
士
人
の
中
に
も
挙
人
一
太
学
生
i
府
州
県
学
生
員
1
在
野
の
読
書
人
と
い
う
序
列

関
係
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
士
人
は
官
僚
身
分
保
持
者
に
次
ぐ
身
分
的
地
位
を
有
す
る
者
と
意
識
さ
れ
、
地
方
官
か
ら
「
敬
礼
」
を
払
わ
れ
る
と
同
時

に
、
郷
民
に
対
し
て
も
賑
憶
等
の
活
動
を
通
じ
て
指
導
者
的
役
割
を
果
し
て
い
た
。
既
に
引
用
文
に
よ
っ
て
示
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
酒
井
忠

夫
氏
は
明
々
と
の
比
較
に
お
い
て
、
苗
代
に
は
官
僚
・
郷
紳
と
士
人
と
が
、
郷
里
社
会
に
お
け
る
縦
の
身
分
序
列
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
未

だ
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
し
て
い
た
。
し
か
し
、
以
上
の
検
討
結
果
は
、
遅
く
と
も
南
宋
代
の
郷
里
社
会
に
お
い
て
は
明
末
と
酷
似

し
た
身
分
序
列
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
と
こ
ろ
で
、
士
人
の
社
会
的
活
動
に
は
、
既
に
見
た
賑
畑
や
社
倉
の
運
営
の
ほ
か
、
府
城
の
造
築
、
州
県
学
の
建
設
、
在
地
の
祠
廟
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

る
朝
廷
へ
の
賜
額
の
要
請
と
い
っ
た
面
で
も
そ
の
指
導
者
的
役
割
が
確
認
さ
れ
る
。
既
に
森
正
央
氏
は
、
南
宋
代
の
福
建
潭
州
の
士
人
陳
淳
が
、

「
居
住
す
る
潭
州
地
方
の
銅
銭
と
紙
幣
と
の
交
換
、
宮
塩
の
割
当
販
売
、
海
盗
の
防
衛
を
は
じ
め
、
地
域
社
会
の
民
衆
の
直
面
す
る
さ
ま
ざ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
問
題
の
所
在
を
具
体
的
に
分
析
し
、
潭
州
行
政
当
局
へ
の
提
案
を
通
じ
て
そ
の
解
決
を
目
ざ
し
た
」
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
明
認
『
清

明
集
』
巻
一
、
官
吏
門
、
申
轍
「
崇
風
教
」
に
も
、

　
　
温
陵
は
人
材
の
淵
藪
に
し
て
、
名
徳
聞
望
、
稲
継
ぎ
て
絶
え
ず
。
近
ご
ろ
郡
境
に
入
る
に
、
土
気
の
投
書
頗
る
多
し
。
其
の
間
蓋
し
議
論
懇
至
に
し
て
深
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
な
る
事
情
有
ら
ん
。
益
す
此
の
邦
の
士
風
の
盛
ん
な
る
こ
と
、
誠
に
他
処
の
及
ぶ
べ
き
に
非
ざ
る
を
知
れ
り
。
…
…
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と
あ
り
、
南
樽
代
の
泉
州
に
お
い
て
も
、
森
氏
の
紹
介
し
た
陳
淳
と
同
様
の
士
人
の
活
動
が
活
発
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
士
人
の
社
会
的
諸
活
動
が
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的
、
経
済
的
、
あ
る
い
は
政
治
的
状
況
を
背
景
に
な
さ
れ
た
か
は
な
お
未
解

明
の
課
題
で
あ
る
。
た
だ
以
上
の
検
討
か
ら
、
士
人
の
社
会
的
諸
活
動
を
支
え
た
主
要
な
基
盤
の
一
つ
が
、
士
人
と
い
う
彼
等
の
社
会
的
身
分

的
地
位
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
士
人
の
内
面
的
志
向
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
「
修
身
斉
家
治
国
平
天
下
」

と
い
う
儒
教
の
実
践
目
標
は
、
最
終
的
に
は
官
僚
と
し
て
の
地
位
獲
得
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
未
だ
官
途
に
つ
く
を
え
な

い
士
人
に
と
っ
て
は
、
さ
し
当
り
「
士
」
た
る
こ
と
の
自
覚
に
基
づ
き
「
政
を
郷
に
為
す
」
（
前
掲
『
山
城
集
』
）
と
い
う
形
で
実
践
さ
れ
て
い
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
以
上
は
し
か
し
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
士
人
の
“
正
”
の
側
面
、
肯
定
的
な
活
動
で
あ
る
。
士
人
は
同
時
に
“
負
”
の
側
面
を
有
し
、
社

会
的
に
否
定
的
な
役
割
を
果
し
て
も
い
た
の
で
あ
っ
た
。
『
勉
斎
集
』
巻
三
三
、
判
事
「
張
日
新
訴
荘
武
離
闇
母
子
」
　
（
太
平
州
）
に
、

　
　
…
…
荘
武
石
州
の
人
な
り
、
自
ら
曾
て
郷
挙
を
請
う
と
称
す
。
其
の
詞
気
・
字
画
を
観
る
に
、
士
人
に
類
せ
ず
。
…
…
官
に
追
心
す
る
毎
に
、
則
ち
先
ず
凶

　
　
暴
の
状
を
為
り
、
以
て
長
官
を
陵
駕
す
。
乱
文
侍
郎
法
を
以
て
こ
れ
を
従
わ
し
め
ん
と
す
と
錐
も
、
貴
も
亦
無
礼
を
免
れ
ず
、
官
司
も
止
血
に
士
類
な
る
を

　
　
以
て
、
而
し
て
曲
げ
て
こ
れ
を
貸
す
。
…
…
荘
武
見
に
編
管
の
罪
人
に
係
る
も
、
士
類
の
故
を
以
て
、
且
く
其
の
無
勢
を
免
ず
。
…
…

と
あ
り
、
荘
武
は
福
州
よ
り
編
管
さ
れ
た
罪
人
で
あ
り
、
か
つ
地
方
官
を
陵
駕
す
る
等
の
罪
行
を
重
ね
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
士
人
で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
常
に
処
罰
を
免
れ
、
右
の
著
者
骨
棘
自
身
も
「
士
類
の
故
を
以
て
、
蒼
く
其
の
断
治
を
免
扁
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
荘
武
の

所
業
が
士
人
と
い
う
身
分
的
地
位
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
同
様
の
事
情
は
、
同
書
同
署
「
為
人
告
罪
」
（
新
論
県
）
に

も
窺
わ
れ
る
。

　
　
…
…
本
県
公
事
を
断
決
す
る
に
遇
う
毎
に
、
乃
ち
進
士
と
自
称
す
る
有
り
て
、
十
痴
人
を
招
毒
し
、
状
を
列
し
罪
を
告
ぐ
。
若
し
是
れ
真
に
見
識
有
る
士
人

　
な
れ
ば
、
量
に
肯
て
公
言
に
排
立
し
、
間
事
を
幹
当
せ
ん
や
。
況
や
恋
人
の
為
に
恕
す
べ
か
ら
ざ
る
の
罪
を
告
ぐ
ら
る
る
を
や
。
則
ち
決
し
て
士
類
に
非
ざ

　
る
こ
と
知
る
べ
し
。
県
門
に
証
し
、
今
後
士
人
蝋
ち
苔
庭
に
入
り
、
人
の
為
に
罪
を
告
ぐ
る
者
有
ら
ば
、
先
に
春
子
及
び
本
案
の
人
道
を
勘
断
す
。
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す
な
わ
ち
、
士
人
十
為
人
は
集
団
で
撃
の
公
庭
に
排
立
し
他
人
の
訴
訟
を
代
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
対
策
と
し
て
は
、
当
の
士
人
に

対
し
て
で
は
な
く
門
子
と
滋
藤
に
対
す
る
処
罰
が
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
士
人
に
対
す
る
地
方
官
の
譲
歩
と
困
惑
ぶ
り
は
蔽
う
べ
く
も

な
い
。
同
書
同
巻
「
徐
華
首
賭
、
及
邑
民
列
状
論
徐
華
」
（
吉
州
管
下
）
に
は
ま
た
、

　
　
…
…
本
県
実
に
爺
婆
の
久
し
き
に
縁
り
、
姦
豪
志
を
得
、
細
民
害
を
被
る
。
其
の
尤
な
る
老
を
歴
塗
す
る
に
、
則
ち
寄
居
中
に
蓋
し
其
の
人
有
り
、
葡
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

　
　
土
人
は
則
ち
徐
華
是
れ
な
り
。
徐
華
僥
倖
も
て
一
た
び
挙
げ
ら
る
る
も
、
本
よ
り
意
う
に
足
ら
ず
、
乃
ち
持
強
姦
大
に
し
て
、
山
県
の
害
と
為
る
。
両
た
び

　
　
娯
道
の
膀
示
を
経
る
も
、
尚
俊
改
せ
ず
。
去
年
又
寄
居
と
扶
同
し
、
県
道
を
論
訴
し
、
無
下
已
に
近
古
を
被
り
、
合
馬
の
人
も
亦
断
配
を
被
る
。
此
よ
り
愈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
よ
恣
騨
を
見
る
。
本
県
本
人
頗
る
昆
害
を
為
す
を
訪
問
す
と
難
も
、
然
れ
ど
も
人
戸
敢
て
は
論
罪
せ
ざ
れ
ば
、
断
想
暫
に
て
已
む
。
…
…

と
あ
り
、
挙
人
の
徐
華
は
寄
居
官
と
扶
翻
し
て
県
政
を
告
発
し
、
そ
の
結
果
知
県
は
罷
免
さ
れ
、
関
係
者
も
配
流
さ
れ
た
と
い
う
。
宋
代
に
官

僚
の
寄
居
（
本
籍
地
外
居
住
）
が
一
般
的
風
潮
と
し
て
認
め
ら
れ
、
寄
居
官
の
地
方
行
政
に
対
す
る
干
擾
の
弊
が
兇
ら
れ
た
こ
と
は
竺
沙
雅
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
寄
居
官
と
士
人
の
結
託
に
よ
る
県
政
へ
の
持
続
的
で
強
力
な
介
入
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
こ
う
し
た
士
人
の
地
方
行
政
へ
の
介
入
や
郷
民
に
対
す
る
迫
害
の
事
例
は
、
裁
判
関
係
史
料
を
中
心
に
少
な
か
ら
ず
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

が
、
か
か
る
士
人
の
活
動
基
盤
は
、
彼
等
の
郷
里
社
会
に
お
け
る
身
分
的
地
位
だ
け
で
な
く
、
士
人
と
寄
居
官
・
郷
官
と
の
、
あ
る
い
は
士
人

相
互
の
政
治
的
結
合
関
係
で
あ
っ
た
か
に
推
測
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
先
掲
の
事
例
で
は
、
士
人
十
仁
人
が
集
団
で
県
庭
に
排
細
し
、
ま
た
徐
華

な
る
挙
人
は
寄
居
官
と
結
託
し
て
県
政
に
介
入
し
て
い
た
。
更
に
、
明
版
『
清
明
集
』
巻
十
三
、
懲
悪
門
、
合
鍵
「
諜
置
足
師
」
に
は
、

　
　
当
職
昨
に
州
軍
を
領
す
る
に
、
已
に
婆
州
に
金
・
鐘
二
姓
の
人
有
る
を
聞
け
り
。
…
…
金
千
二
は
勢
家
の
幹
僕
の
子
に
係
り
、
趨
勢
は
州
吏
鐘
曄
の
子
に
係

　
　
る
。
狼
貧
虎
嘘
、
種
託
し
相
伝
す
。
捧
馬
蝉
吏
の
子
を
以
て
、
而
し
て
又
郡
痒
に
型
名
し
、
郷
士
を
冒
砧
す
。
此
れ
虎
に
し
て
翼
あ
る
老
な
り
。
州
県
我
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
り
て

　
　
如
何
と
も
す
る
無
く
、
棒
も
我
が
喫
に
到
ら
ず
と
称
し
、
所
以
州
県
に
出
入
す
る
を
敢
て
し
、
善
良
を
欺
圧
す
る
を
敢
て
し
、
刑
名
に
干
与
す
る
を
敢
て
し
、

　
　
教
唆
脅
取
を
敢
て
し
、
行
瞭
計
嘱
を
敢
て
す
。
金
千
二
曾
て
楼
を
造
り
県
衙
を
閥
ぎ
、
為
に
本
県
断
七
竈
折
し
、
鐘
昇
騰
俗
の
陳
論
を
招
き
、
為
に
本
州
学

　
　
に
下
し
屏
斥
す
。
…
…
並
び
に
合
に
鯨
配
し
、
以
て
将
来
の
戒
め
と
為
す
べ
き
も
、
士
友
曾
て
こ
れ
が
請
を
為
し
、
当
職
曾
て
こ
れ
が
末
減
を
許
す
を
以
て
、
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宋代の±人身分について（高橋）

　
金
千
二
は
尺
杖
十
五
に
決
し
、
二
千
里
に
編
与
す
。
鐘
炎
は
礼
部
に
申
し
て
駁
放
す
る
を
免
じ
、
更
に
勘
を
免
じ
、
竹
箆
二
十
に
決
し
、
一
千
里
に
編
管
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

　
　
繊
を
監
す
る
を
免
ず
。
即
日
押
行
ぜ
よ
。
：
…
・

と
あ
り
、
婆
州
の
州
学
の
生
員
金
蔓
二
と
挙
人
の
鐘
炎
は
、
「
州
県
我
を
如
何
と
も
す
る
無
く
、
棒
も
我
が
喫
に
到
ら
ず
」
と
豪
語
し
、
州
県

行
政
へ
の
干
与
や
郷
民
の
欺
圧
等
々
悪
事
の
限
り
を
尽
し
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
等
に
対
す
る
刑
罰
は
こ
こ
で
も
大
幅
に
減
じ
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
当
地
の
「
士
友
」
が
彼
等
の
減
刑
を
請
願
し
た
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
書
巻
十
一
、
人
品
門
、
士
人

「
引
試
」
に
も
、

　
　
　
　
た
だ

　
胡
大
発
特
郷
下
の
一
専
横
な
る
の
み
。
身
は
隅
官
為
り
て
、
乃
ち
敢
て
猛
撃
呵
署
し
、
輪
門
恐
嚇
し
、
財
物
を
騙
取
す
。
本
よ
り
合
に
徒
断
と
す
べ
き
も
、

　
姑
く
擬
に
照
し
、
岩
心
百
に
勘
し
、
隣
州
に
編
焦
す
。
…
…
学
士
郷
貢
進
土
量
俊
等
の
列
名
の
割
状
に
拠
る
に
、
胡
大
発
を
将
て
免
管
す
る
を
乞
う
の
事
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
り
。
台
判
を
奉
ず
る
に
、
諸
士
友
の
請
を
以
て
、
特
に
押
遣
を
免
じ
、
州
学
に
帖
属
し
、
聴
読
せ
し
む
る
こ
と
半
年
と
せ
よ
、
と
あ
り
。
…
…

と
見
え
、
杖
一
百
、
甲
州
へ
の
編
出
と
断
じ
ら
れ
た
胡
大
発
は
、
「
郷
貢
進
士
」
一
挙
人
の
要
文
等
複
数
の
「
士
友
」
の
請
願
に
よ
っ
て
、
州
学

に
お
け
る
野
里
半
年
へ
と
減
刑
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
二
つ
の
判
語
に
は
、
士
人
相
互
の
、
あ
る
い
は
「
士
友
」
の
中
に
顕
官
や
寄

居
官
も
含
ま
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
士
人
と
郷
官
・
寄
居
官
と
の
結
合
関
係
が
、
地
方
行
政
権
力
の
一
部
を
な
す
刑
罰
権
の
行
使
に
対
し
て
強
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

牽
制
力
と
影
響
力
と
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
同
書
巻
十
四
、
懲
悪
門
、
「
匿
名
榜
連
粘
暁
諭
」
に

は
ま
た
、

　
　
隠
謀
す
ら
く
、
今
月
初
二
日
、
衙
探
の
収
到
せ
る
匿
名
の
榜
一
道
の
説
う
に
拠
る
に
、
知
県
関
節
を
通
じ
、
萢
菖
を
寝
る
る
の
事
あ
り
。
当
職
伏
し
て
読
む

　
　
に
、
敬
服
に
勝
え
ず
。
必
ず
や
漁
れ
此
の
邦
の
士
友
、
相
い
に
成
就
の
美
意
を
警
戒
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
な
ら
ん
。
…
…
今
原
榜
を
連
粘
し
て
前
に
在
ら
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
め
、
併
せ
て
心
事
を
備
述
し
て
暁
諭
し
、
是
非
曲
直
を
し
て
、
昭
然
た
る
こ
と
日
の
如
か
ら
し
め
、
此
の
邦
の
賢
士
大
夫
と
こ
れ
を
公
議
せ
ん
。
…
…

と
あ
り
、
匿
名
の
羅
文
に
よ
っ
て
情
誼
を
通
じ
賄
賂
を
受
け
取
っ
た
と
告
発
さ
れ
た
知
県
は
、
こ
の
問
題
を
当
地
の
「
賢
士
大
夫
」
と
「
公
議
」

す
る
と
宣
言
し
て
い
る
。
「
賢
士
大
夫
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
人
々
を
指
し
て
い
る
か
確
認
で
き
な
い
が
、
爾
宋
代
の
地
方
行
政
が
在
地
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の
「
士
友
」
「
賢
士
大
夫
」
の
協
力
と
同
意
な
し
に
は
容
易
に
遂
行
さ
れ
難
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
事
例
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
節
で
は
士
人
の
郷
里
社
会
に
お
け
る
社
会
的
身
分
的
地
位
と
士
人
の
諸
活
動
と
を
検
討
し
た
。
賑
憧
や
本
貫
の
運
営
が
郷
官
や
士

人
の
協
力
を
得
て
円
滑
に
遂
行
さ
れ
る
こ
と
と
、
寄
居
窟
や
士
人
が
地
方
行
政
に
介
入
し
、
時
に
は
知
県
の
罷
免
と
い
う
事
態
ま
で
も
惹
起
す

る
こ
と
と
は
、
い
わ
ば
メ
ダ
ル
の
表
裏
で
あ
る
。
そ
し
て
メ
ダ
ル
の
本
体
は
、
郷
官
・
寄
居
官
と
士
人
と
の
郷
里
社
会
に
お
け
る
身
分
的
地
位

で
あ
り
、
彼
等
の
政
治
的
結
合
関
係
で
あ
ろ
う
。
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①
　
蘇
氏
自
唐
始
、
家
干
眉
。
閲
五
季
、
皆
不
仕
。
蓋
非
独
皿
眼
也
。
中
働
之
±
大

　
夫
、
修
身
干
家
、
為
政
干
郷
、
皆
莫
敢
仕
者
。
…
…

②
　
近
代
士
人
、
相
承
壁
書
尺
語
言
、
浸
渉
奇
獲
。
難
有
賢
識
、
不
能
自
改
。
…
…

　
予
轟
轟
時
、
属
県
興
園
宰
諮
書
云
、
激
水
有
駆
策
、
乞
疏
下
。
羊
水
者
、
彼
邑
一

　
水
．
耳
、
…
…

③
　
国
家
四
民
、
士
農
工
商
、
応
有
詞
訴
、
細
分
四
項
。
先
点
喚
士
人
聴
状
。
吏
人

　
不
油
単
呼
士
人
姓
名
、
須
称
某
人
馬
元
。
其
色
心
而
已
貴
与
蔭
及
子
孫
有
官
、
用

　
幹
僕
聴
顕
者
、
随
附
士
人
之
後
、
幹
僕
却
呼
姓
名
。
然
互
有
本
宅
保
明
方
受
。
…

　
　
こ
の
“
軟
論
次
第
”
は
、
表
題
の
ご
と
く
訴
訟
受
理
の
順
番
を
示
し
た
も
の
で

　
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
士
、
農
、
工
、
商
の
次
に
「
雑
人
」
が
置
か
れ
て
お
り
、
雑

　
人
と
は
、
直
筆
、
師
巫
、
游
手
、
末
作
（
「
特
製
謂
非
造
有
用
之
器
者
」
）
、
牙
倫
、

　
紅
稽
、
妓
楽
、
岐
路
、
幹
人
、
俺
僕
等
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
他
に
軍
人
と
僧
道

　
も
以
上
の
者
と
区
別
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
分
業
関
係
に
基
づ
く
身

　
分
区
分
と
社
会
的
な
身
分
序
列
意
識
の
一
端
を
窺
わ
せ
る
興
味
深
い
史
料
で
あ
る
。

④
　
官
僚
身
分
保
持
者
が
幹
人
に
訴
訟
を
代
理
さ
せ
る
権
利
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、

　
宋
版
『
清
明
集
』
三
業
類
「
纏
漸
三
戸
訴
祖
産
業
」
に
も
、
「
面
謝
旧
家
、
錐
許

　
用
幹
人
」
云
々
と
見
え
て
お
り
、
そ
う
し
た
権
利
は
元
・
明
代
に
も
継
承
さ
れ
て

　
い
た
。
程
同
条
『
中
国
法
律
与
中
国
社
会
』
（
中
華
高
慮
版
、
　
一
九
八
一
年
）
二

　
一
七
頁
を
参
照
。

⑤
　
宮
崎
市
定
「
宜
祖
時
代
の
科
挙
盛
栄
宴
図
に
つ
い
て
」
（
「
朝
鮮
学
報
」
二
九
輯
、

　
一
九
六
三
年
、
後
に
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
五
、
岡
朋
舎
、
　
一
九
七
八
年
・
、
に
収
録
）

　
に
、
苗
代
で
は
、
進
士
と
は
進
士
科
に
応
ず
る
志
願
者
を
言
い
、
圏
子
進
士
、
郷

　
貢
進
士
と
は
そ
れ
ぞ
れ
国
子
監
の
試
験
、
地
方
の
州
の
試
験
に
合
格
し
て
科
挙
に

　
応
ず
る
資
絡
を
得
た
受
験
者
の
意
味
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
時

　
に
宮
騎
氏
は
、
「
宋
以
後
、
進
士
と
い
う
名
は
次
錦
に
科
挙
合
格
者
を
さ
す
時
に

　
だ
け
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
合
格
前
の
受
験
者
に
対
し
て
は
別
に
貢
士
と
か

　
挙
人
と
か
い
う
名
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
き
た
」
と
も
指
摘
し
て
い
る
が
、

　
行
重
事
に
掲
げ
る
史
料
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
郷
里
社
会
で
は
挙
人
や
太
学

　
生
と
い
う
用
語
と
併
行
し
て
、
唐
代
と
同
じ
く
羊
皮
進
士
や
国
学
進
士
と
い
う
呼

　
称
も
行
な
わ
れ
、
科
挙
の
受
験
者
を
進
士
と
呼
ぶ
こ
と
も
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で

　
あ
る
。

⑥
国
初
、
湾
曲
所
論
革
帯
、
未
有
定
制
。
…
…
太
平
興
国
七
年
正
月
壬
寅
、
詔
、

　
三
品
以
上
鋳
以
玉
、
…
…
八
品
九
品
以
黒
銀
、
…
…
流
外
官
・
工
商
・
土
人
・
庶

　
入
以
鉄
角
二
色
。
…
…

⑦
　
旧
制
、
士
人
与
編
幌
等
。
大
中
祥
符
五
年
二
月
、
詔
、
貢
挙
人
曾
与
南
省
試
、

　
公
力
収
照
、
而
所
蟹
止
於
公
罪
徒
。
…
…

⑧
　
旧
制
、
瞬
間
百
日
内
妨
試
、
尊
長
中
食
同
。
士
人
病
之
、
多
入
京
冒
哀
、
就
岡

　
文
試
。
…
ー
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⑨
　
宋
・
明
代
の
科
挙
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
市
定
『
科
挙
』
（
秋
田
屋
、
　
～
九
四
六

　
年
）
、
荒
木
敏
一
『
譜
代
科
挙
制
度
研
究
』
（
同
朋
舎
、
一
九
六
九
年
）
、
宋
代
の

　
太
学
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
市
定
「
朱
代
の
太
学
生
生
活
扁
（
「
史
林
」
十
六
巻
～
・

　
四
号
、
一
九
三
一
年
、
後
に
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
　
、
同
朋
舎
、
一
九
五
七
年
、

　
に
収
録
）
を
参
照
。

⑩
　
天
下
士
人
、
不
限
有
無
学
籍
、
皆
得
赴
省
試
本
経
。

⑪
　
行
已
有
恥
、
則
謂
之
士
、
郷
党
三
二
、
手
癖
之
士
。
劉
機
既
為
士
人
、
又
嘗
遊

　
太
学
、
自
合
動
循
礼
法
、
狢
二
士
行
。
今
乃
専
驚
豪
、
縦
曇
霞
闘
里
。
…
…
行
検

　
聴
講
、
便
使
読
書
、
破
万
巻
文
章
妙
、
天
下
亦
何
足
以
歯
於
為
業
直
列
。
潅
人
本

　
醇
質
、
士
子
亦
皆
重
厚
。
劉
機
但
以
太
学
離
漿
、
而
所
為
狂
悼
、
乃
如
此
。
…
…

⑫
　
士
入
、
先
要
分
鋼
科
挙
与
読
書
両
件
敦
三
無
重
。
若
読
書
上
繭
七
分
志
、
科
挙

　
上
有
三
分
、
猶
自
可
。
…
…

⑬
士
子
、
修
善
篶
学
、
独
善
其
身
、
生
蝋
知
於
人
、
人
亦
莫
能
知
者
、
所
棄
或
有

　
之
。
予
毎
惜
其
無
伝
。
…
…

⑭
当
職
到
任
以
来
、
藩
士
類
毎
加
敬
礼
、
至
於
腐
儒
衣
冠
者
、
或
例
借
以
辞
色
。

⑮
　
…
…
勿
論
訪
到
土
居
官
員
士
人
、
誠
実
練
猿
払
立
所
服
者
、
～
県
数
人
、
以
礼

　
敦
請
、
令
与
州
県
当
職
官
、
公
共
措
置
。
…
…

⑯
　
明
代
に
郷
紳
が
郷
官
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
宋

　
代
の
場
合
、
郷
官
な
る
呼
称
は
必
ず
し
も
土
居
の
官
員
を
指
す
と
は
限
ら
な
い
の

　
で
注
意
を
要
す
る
。
例
え
ば
、
『
勉
斎
鎌
』
巻
三
一
、
公
状
「
漢
陽
軍
管
下
賑
荒

　
条
件
」
に
、

　
　
　
一
、
毎
村
選
税
戸
一
人
為
郷
官
、
郷
官
所
掌
｛
郷
之
事
。
五
家
為
一
小
甲
、

　
　
　
五
小
躍
為
一
大
甲
、
四
大
甲
為
一
都
、
選
一
人
為
蟹
隈
、
掌
百
家
之
事
。
郷

　
　
　
官
都
正
、
皆
択
税
戸
有
物
力
者
為
之
。

　
と
あ
る
。
郷
宮
な
る
語
が
土
贋
の
官
員
に
対
す
る
呼
称
と
し
て
一
義
的
に
定
着
し

　
て
い
な
い
背
景
に
は
、
朱
代
宜
僚
の
寄
居
の
風
潮
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

⑰
急
欝
欝
富
豪
也
。
里
親
者
飢
畏
也
。
官
司
既
不
以
文
移
滋
爽
好
、
則
通
此
豚
絡

　
於
公
私
上
下
之
間
者
、
郷
曲
好
誼
之
士
也
。
右
請
貴
寓
之
賢
・
学
校
之
英
．
郷
闘

　
岩
穴
抱
道
未
仕
之
彦
、
各
以
天
地
当
物
為
心
、
各
以
父
傷
心
邦
為
念
、
以
義
理
感

　
二
郷
之
富
者
、
以
恩
威
開
諭
郷
之
貧
者
、
以
施
行
二
二
当
・
瑛
宜
之
未
悉
、
告
為

　
州
県
之
耳
目
不
接
者
。
…
…

⑱
比
来
省
部
人
吏
、
随
時
生
弊
、
命
官
士
庶
、
理
訴
公
事
、
法
難
可
行
、
賄
賂
未

　
至
、
則
行
遣
延
廻
文
難
不
已
。
…
：

⑲
　
当
職
素
聞
風
俗
不
美
・
放
講
健
訟
、
朱
敢
以
為
信
然
。
再
入
琶
境
、
便
有
等
官

　
員
士
人
上
戸
萢
文
面
並
等
六
十
七
人
、
糾
率
郷
民
五
百
除
人
、
植
朱
桿
長
槍
一
条
、

　
掲
白
旗
於
其
上
、
弓
道
陳
詞
。
…
…

⑳
　
整
版
『
清
明
集
』
巻
三
、
賦
役
門
、
登
科
門
瀬
戸
議
席
税
賦
」
に
、
上
戸
に
関

　
す
る
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。

　
　
　
藤
壷
等
抵
負
国
税
、
数
年
不
納
。
今
追
到
官
、
本
合
便
行
勘
断
、
懲
一
戒
百
。

　
　
　
当
職
又
念
、
爾
等
既
為
上
戸
、
平
日
在
家
、
為
奴
僕
遊
所
敬
畏
、
郷
曲
之
所

　
　
　
仰
望
。
若
一
編
捲
、
二
曹
械
繋
、
則
自
今
已
後
、
奴
僕
皆
得
侮
慢
之
、
郷
曲

　
　
　
皆
得
欺
虐
之
、
終
身
拾
頭
不
起
　
。
当
職
於
百
姓
身
上
、
毎
事
務
従
寛
厚
、

　
　
　
不
楽
照
此
事
、
遽
生
急
嫉
之
心
。
各
人
且
免
勘
断
。
…
…

　
こ
こ
に
は
、
上
戸
は
奴
僕
の
敬
畏
す
る
所
で
あ
り
、
郷
曲
の
仰
望
す
る
所
の
も
の

　
で
あ
る
と
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
地
方
官
は
税
賦
を
数
年
間
納
入
し
な
か

　
つ
た
上
戸
を
免
罪
に
し
て
ま
で
、
そ
う
し
た
在
地
の
秩
序
を
維
持
し
よ
う
と
し
て

　
い
る
の
で
あ
る
。
士
人
の
郷
民
に
対
す
る
優
越
的
地
位
が
原
理
的
に
士
人
と
い
う

　
社
会
的
身
分
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
上
戸
の
奴
僕
や
郷
民
に
対
す
る
そ
れ
は
経
済

　
的
力
量
で
あ
っ
た
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
郷
里
社
会
に
お
け
る
社
会
的
、
身
分

　
的
序
列
関
係
は
、
こ
う
し
た
幾
つ
か
の
要
素
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
形
成
さ
れ
て

　
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
『
勉
斎
集
』
巻
三
四
「
禁
首
鼠
繰
旗
不
文
」
に
も
、

　
　
　
当
職
不
才
、
冒
領
大
邑
、
惟
恐
陳
謬
得
罪
也
。
…
…
近
来
城
郭
郷
村
人
戸
、
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乃
有
作
為
詩
．
蛾
、
造
旗
背
負
、
以
絹
褒
誉
。
不
惟
不
足
音
調
虚
名
、
抑
使
人

　
　
　
戸
重
有
所
費
。
…
…
除
已
告
示
士
子
、
今
後
不
得
復
為
外
、
侮
給
携
暁
諭
。

　
　
　
各
誌
知
悉
。

　
と
あ
り
、
士
子
の
主
導
に
よ
る
知
県
の
徳
政
並
称
の
動
き
が
記
さ
れ
て
い
る
。
森

　
正
夫
氏
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
動
き
は
明
代
に
も
認
め
ら
れ
る
と
の
こ

　
と
で
あ
る
が
、
そ
の
意
図
と
背
衆
は
な
お
不
明
で
あ
る
。

＠
　
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
劉
子
健
（
梅
原
郁
抄
訳
）
「
劉
宰
小
論
－
南
宋

　
一
越
紳
の
軌
跡
一
」
（
「
東
洋
史
研
究
」
三
七
巻
…
号
、
一
九
七
八
年
）
を
参
照
。

㊥
『
製
革
集
』
巻
二
八
「
与
制
帥
暴
評
旧
知
表
慶
府
」
、
巻
三
一
「
再
辞
依
瞬
兼
知

　
安
慶
府
申
省
」
、
「
三
辞
依
旧
知
安
慶
府
申
省
」
。

⑳
　
川
上
恭
司
「
宋
代
の
都
市
と
教
育
－
州
県
学
を
中
心
に
一
」
（
梅
原
郁
、
編

　
『
中
国
近
世
の
都
市
と
文
化
』
同
朋
舎
、
一
九
八
田
年
、
所
収
）
を
参
照
。

⑳
『
両
漸
金
石
志
』
巻
十
二
「
朱
霊
顕
崩
賜
額
勅
牒
碑
」
。

⑳
　
森
正
夫
「
宋
代
以
後
の
士
大
夫
と
地
域
社
会
一
問
題
点
の
模
索
i
」
（
昭
和

　
五
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
総
合
研
究
㈲
研
究
成
果
報
告
書
『
中
強
土
大
央
階

　
級
と
地
域
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
総
合
的
研
究
』
一
九
八
三
年
、
所
収
）
。

⑳
　
混
陵
人
材
之
淵
藪
、
名
徳
聞
望
、
相
継
懸
絶
。
近
入
郡
境
、
士
友
投
書
頗
多
。

　
其
間
蓋
有
議
論
懇
至
・
深
切
事
惰
。
益
知
此
邦
士
風
之
盛
、
誠
非
他
処
可
及
。
…
…

⑱
　
…
…
荘
武
福
州
人
、
自
称
曾
請
郷
挙
。
観
三
二
気
字
画
、
不
類
土
人
。
…
…
毎

　
追
到
官
、
機
先
為
凶
暴
勲
状
、
以
陵
駕
長
宮
。
難
専
一
侍
郎
詩
法
従
之
、
貴
亦
不

　
免
於
無
礼
、
官
司
亦
毎
以
士
類
、
而
曲
貸
之
。
…
…
荘
武
見
試
製
管
罪
人
、
以
士

　
類
賊
難
、
且
免
其
難
治
。
…
…

⑳
　
…
…
本
県
毎
遇
漸
縮
公
認
、
乃
有
自
称
進
士
、
諸
経
十
学
人
、
列
状
告
罪
。
若

　
是
亀
有
見
識
士
人
、
量
肯
排
立
公
庭
、
幹
当
擦
事
。
況
又
為
人
告
不
可
恕
之
罪
。

　
剣
決
非
士
類
可
知
。
膀
県
門
、
今
後
二
士
人
熱
入
際
庭
、
為
人
告
罪
者
、
先
勘
断

　
面
子
及
本
案
人
吏
。

⑳
…
…
本
県
実
縁
熱
論
之
久
、
姦
豪
得
志
、
細
民
被
害
。
歴
考
其
点
者
、
期
寄
居

　
中
蓋
有
其
人
、
而
士
人
則
徐
華
是
也
。
徐
華
麓
倖
一
挙
、
本
不
足
道
、
乃
持
強
狼

　
大
、
為
一
県
之
害
。
両
経
県
道
膀
示
、
尚
不
俊
改
。
去
年
又
与
寄
居
扶
罵
、
論
訴

　
県
道
、
権
県
已
被
行
遣
、
倉
千
人
亦
被
断
配
。
自
此
愈
兇
恣
意
。
本
県
雛
訪
問
本

　
人
頗
為
軍
扇
、
然
人
戸
不
麻
織
訴
、
亦
且
甲
佐
。
…
…

⑳
　
竺
沙
雅
章
「
宋
代
官
僚
あ
寄
居
に
つ
い
て
漏
（
「
東
洋
史
紺
緋
究
」
四
一
巻
一
号
、

　
一
九
八
二
年
）
。
な
お
、
本
論
愛
野
⑬
に
は
、
米
餅
の
受
納
の
際
に
土
居
官
・
寄
居

　
官
と
士
人
と
が
そ
の
一
部
を
略
取
す
る
こ
と
を
示
す
史
料
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑫
　
『
勉
前
集
』
巻
三
三
、
薫
炉
や
『
清
明
集
』
を
参
照
。
以
下
の
行
論
中
に
も
少

　
な
か
ら
ぬ
事
例
を
引
用
し
て
あ
る
。
な
お
閣
に
、
北
三
鼎
の
講
元
弼
『
作
邑
自
箴
幽

　
巻
一
「
処
事
」
に
、

　
　
　
挙
人
係
累
県
公
人
親
煮
難
郷
長
。
預
戒
庁
棄
取
袈
状
騨
都

　
と
あ
る
の
は
、
挙
人
に
よ
る
県
政
へ
の
干
擾
の
弊
害
が
、
既
に
北
中
出
に
顕
在
化

　
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑭
　
当
職
昨
領
置
軍
、
巳
聞
野
州
有
金
鐘
二
平
入
。
…
…
金
千
二
係
勢
家
幹
僕
之
子
、

　
開
申
係
州
吏
朝
雨
之
子
。
狼
寅
虎
蜷
、
種
習
相
伝
。
以
擁
幹
鮎
吏
之
子
、
弼
又
冒

　
名
郡
犀
、
冒
砧
郷
挙
。
此
量
器
翼
者
也
。
称
州
県
無
如
我
何
、
棒
不
到
我
喫
、
所

　
以
敢
於
出
入
州
県
、
敢
於
欺
圧
善
良
、
敢
予
干
与
刑
名
、
敢
於
教
唆
脅
取
、
敢
於

　
行
賊
計
嘱
。
金
千
二
曾
造
楼
開
理
説
、
為
本
県
断
雲
越
訴
、
鐘
炎
招
陳
衡
陳
論
、

　
為
本
州
下
学
屏
斥
。
…
…
並
合
鯨
配
、
以
為
将
来
之
戒
、
以
士
友
曾
為
之
請
、
当

　
職
曾
許
月
末
減
、
金
千
二
基
盤
杖
十
五
、
編
管
二
千
毘
。
鐘
炎
免
申
礼
部
駁
放
、

　
更
免
勘
、
決
竹
箆
二
十
、
編
管
一
千
里
、
土
風
職
。
即
ほ
押
行
。
…
…

⑭
　
胡
大
発
特
郷
下
一
豪
横
耳
。
身
為
隅
官
、
高
湿
拾
薦
攣
目
、
墨
金
恐
嚇
、
騙
取

　
財
物
。
本
合
徒
断
、
姑
照
擬
、
勘
選
一
百
、
編
管
隣
州
。
…
…
拠
学
士
郷
貢
進
士

　
鐘
俊
等
列
名
割
状
、
乞
将
胡
大
発
免
嘉
事
。
奉
台
凋
、
以
諸
士
友
之
請
、
特
免
押

　
避
、
帖
志
州
学
、
難
読
半
年
。
…
…

⑳
　
　
『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』
巻
七
四
「
増
損
呂
氏
思
差
」
も
、
一
定
の
政
治
勢

　
力
と
し
て
、
あ
る
い
は
郷
里
社
会
の
指
導
者
厨
と
し
て
、
県
官
と
士
人
の
結
合
関
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宋代の士人身分について（高橋）

　
係
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
作
成
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の

　
点
の
詳
し
い
分
析
は
鋼
稿
に
て
行
な
い
た
い
。

⑯
　
照
対
、
今
月
初
二
矯
、
拠
衙
探
収
到
匿
名
携
一
道
説
、
知
県
通
関
飾
、
納
苞
豊

二
　
士
人
の
法
的
身
分

事
。
当
職
伏
読
、
不
勝
敬
服
。
必
是
此
邦
亡
友
、
欲
粗
警
戒
成
就
之
美
意
。
…
…

今
連
粘
原
榜
在
前
、
併
備
述
心
事
暁
光
、
使
是
非
終
世
、
昭
然
黒
日
、
与
此
邦
賢

士
大
夫
公
議
之
。
…
…

　
往
代
に
お
け
る
士
人
の
身
分
は
、
単
に
社
会
的
身
分
と
し
て
成
立
し
て
い
た
に
止
ま
ら
な
い
。
士
人
は
法
律
上
に
、
と
り
わ
け
役
法
と
刑
法

の
上
で
庶
民
と
は
異
な
る
取
扱
い
i
優
免
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
層
自
ら
の
身
分
的
地
位
を
確
立
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
以
下
、

そ
の
こ
と
を
役
法
と
刑
法
と
に
分
け
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
D
役
法
上
の
優
免

　
『
宋
史
』
巻
二
百
、
刑
法
志
二
、
煕
寧
四
年
（
一
〇
七
一
）
条
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
ぬ
　
　
リ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ
　
　
ら
　
　
へ

　
王
存
立
言
え
ら
く
、
嘉
祐
中
、
同
学
究
出
身
揚
山
県
尉
と
為
り
、
嘗
て
官
を
解
れ
父
の
配
隷
の
罪
を
吊
せ
り
。
請
う
ら
く
は
挙
人
の
法
に
同
じ
く
、
丁
榴
を

　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
免
ず
る
を
得
ん
こ
と
を
、
と
。
帝
こ
れ
を
欄
み
、
復
た
出
身
を
賜
い
、
傍
官
に
注
す
る
を
与
す
。

と
あ
り
、
傍
点
部
分
を
『
文
献
耳
蝉
』
巻
一
七
一
、
愚
考
十
、
賊
刑
に
は
、
「
薫
る
に
郷
零
丁
役
を
免
ぜ
ず
、
願
く
は
挙
人
の
例
に
同
じ
く
せ

ら
れ
ん
こ
と
を
扁
と
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
開
始
時
期
は
確
定
し
え
な
い
ま
で
も
、
北
斗
中
期
熈
寧
四
年
以
前
か
ら
、
挙
人
の
資
格

を
得
た
者
は
「
挙
人
法
」
と
呼
ば
れ
る
法
令
に
基
づ
き
細
形
が
免
除
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
丁
樒
・
仁
愛
と
は
夫
役
で
は
な
く
差
役

一
般
を
意
味
す
る
。
そ
の
こ
と
は
行
論
中
に
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
同
書
巻
一
五
七
、
選
挙
志
三
、
崇
寧
三
年
（
＝
〇
四
）
条
に

は
、　

始
め
て
言
路
の
増
養
せ
る
県
学
の
弟
子
の
員
を
定
む
。
大
県
は
五
十
人
、
中
県
は
四
十
人
、
小
県
は
三
十
人
。
凡
そ
州
県
の
学
生
、
曾
て
公
・
私
の
試
を
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
し
者
は
、
其
の
身
を
復
し
、
内
舎
は
戸
役
を
免
じ
、
上
舎
は
傍
借
借
を
免
ず
る
こ
と
、
官
戸
の
法
の
如
く
す
。
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と
あ
り
、
州
県
学
（
の
外
幕
生
）
で
公
・
私
の
試
験
を
経
た
者
は
本
身
に
対
す
る
役
を
免
じ
、
内
舎
営
は
芦
役
を
、
上
舎
生
は
官
戸
と
同
じ
く

　
　
　
　
③

戸
役
と
借
上
と
が
免
除
さ
れ
る
。
私
試
と
は
学
校
に
お
け
る
月
末
試
験
、
公
国
は
年
末
試
験
で
あ
る
。
ま
た
、
外
舎
、
内
舎
、
上
舎
と
は
、
煕

寧
四
年
（
一
〇
七
一
）
に
開
始
さ
れ
た
遊
学
三
倉
法
を
元
符
二
年
（
一
〇
九
九
）
に
府
州
県
学
に
ま
で
及
ぼ
し
た
制
度
で
、
学
生
の
地
位
は
甲
羅
・

公
試
の
成
績
に
応
じ
て
外
翼
↓
内
舎
↓
上
鞍
へ
と
上
昇
し
て
ゆ
く
。
右
の
規
定
は
崇
寧
三
年
に
科
挙
が
廃
止
さ
れ
（
工
合
三
年
〔
一
一
二
一
〕
復
活
）
、

学
校
の
三
舎
法
を
通
じ
て
官
僚
が
選
抜
さ
れ
る
事
態
に
伴
っ
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
れ
以
前
に
州
県
学
の
生
員
に
対
す
る
役

法
上
の
優
免
規
定
が
存
在
し
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
章
如
愚
『
群
書
三
年
』
後
集
巻
二
八
、
士
門
、
学
法
類
で
は
、
右
の
規
定
を
繋
属
四
年
三
月
戊
戌
条
に
掲
げ
て
お
り
、
『
続
資

治
通
鑑
長
編
』
拾
補
巻
二
三
、
崇
寧
三
年
正
月
宮
廻
条
で
は
、
県
学
の
定
員
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
の
み
を
記
し
て
い
る
の
で
、
正
確
に
は
崇
寧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

三
年
に
諸
学
の
定
員
が
定
め
ら
れ
、
翌
年
に
州
県
学
の
生
葉
に
対
す
る
役
法
上
の
野
里
規
定
が
追
加
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『
群
書
考

索
』
に
は
右
の
規
定
に
続
い
て
、
「
其
応
挙
絵
漆
丁
人
、
自
二
九
」
と
い
う
一
句
が
追
加
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
科
挙
廃
止
以
前
に
挙

人
の
資
格
を
得
て
い
た
者
は
、
旧
来
通
り
丁
役
を
免
除
す
る
と
い
う
意
味
に
ほ
か
な
ら
ず
、
役
法
上
の
挙
人
の
資
格
が
固
定
化
し
た
終
身
資
格

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
挙
人
は
科
挙
の
階
梯
か
ら
す
れ
ば
、
通
説
の
ご
と
く
解
試
合
格
か
ら
省
試
受
験
に
至
る
ま
で
の
臨
時
的

な
資
格
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
役
法
と
次
節
で
述
べ
る
刑
法
の
上
で
は
終
身
資
格
、
終
身
身
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
悪
留
四
年
三
月
の
規
定
は
、
翌
四
月
に
蕃
書
の
幅
が
や
や
縮
小
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
『
群
書
考
索
』
後
集
巻
二
八
、
学
法
類
の
同
年
四
月

壬
子
の
詔
に
、

　
諸
そ
州
県
の
学
生
、
試
補
も
て
入
学
し
、
試
を
経
て
場
を
終
え
、
外
舎
よ
り
内
舎
に
諮
る
に
及
ぶ
者
は
、
身
上
を
免
じ
、
内
舎
は
働
借
借
を
免
じ
、
上
舎
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
升
る
は
、
即
ち
官
戸
の
法
に
依
れ
。
其
れ
三
月
八
日
の
指
揮
は
行
う
勿
れ
。

と
あ
り
、
公
私
の
試
験
を
経
て
内
舎
生
と
な
る
資
格
を
得
た
外
吉
生
は
宵
宮
を
、
内
書
生
は
身
丁
と
借
借
と
を
免
じ
、
上
出
生
は
官
戸
と
同
等

の
優
免
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
「
官
戸
の
法
」
と
は
、
同
書
同
等
、
大
観
元
年
（
二
〇
七
）
三
月
甲
辰
の
詔
に
、
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宋代の士人身分について（高橋）

　
…
…
諸
そ
認
証
は
、
諭
し
て
八
行
の
孝
士
を
以
て
上
舎
上
等
と
為
し
、
其
の
家
は
官
戸
の
法
に
依
り
、
中
下
等
は
戸
下
の
支
移
・
折
変
・
借
〔
借
〕
・
身
丁
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
免
じ
、
内
舎
は
支
移
・
身
丁
を
免
ぜ
よ
。

と
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
戸
役
、
支
移
、
折
変
、
借
借
の
免
除
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
以
上
の
諸
例
に
言
う
身
丁
と
は
、
証
言
銭
で
は
な

く
丁
役
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
『
文
献
通
考
』
巻
四
六
、
学
校
考
七
、
郡
国
郷
党
語
学
の
政
和
七
年
（
一
＝
七
）
条
に
、

　
給
事
白
毛
友
善
謂
え
ら
く
、
比
ご
ろ
郡
に
守
た
り
て
、
役
を
訴
う
る
老
の
言
を
見
る
に
、
富
家
の
子
弟
、
初
め
よ
り
書
を
知
ら
ず
、
第
だ
数
百
の
短
骨
を
絹
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
人
の
試
補
も
て
入
学
す
る
を
求
め
、
遂
に
身
役
を
免
ぜ
ら
る
、
と
あ
り
。
…
…

と
あ
っ
て
、
身
役
の
免
除
を
得
る
た
め
に
賄
賂
に
よ
る
不
正
入
学
を
行
な
う
富
家
の
子
弟
の
存
在
を
伝
え
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
陰
面
と
は
身

丁
の
役
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
さ
て
、
宣
和
三
年
（
一
＝
二
）
に
科
挙
が
復
活
す
る
と
同
時
に
、
三
舎
法
は
太
学
に
行
な
わ
れ
る
の
み
と
な
る
が
、
南
宋
代
に
も
挙
人
や
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

学
生
は
役
法
上
の
優
免
を
受
け
て
い
た
。
『
宋
会
要
輯
稿
』
食
貨
十
四
、
免
役
、
紹
興
十
九
年
（
一
一
四
九
）
八
月
十
二
β
条
に
次
の
よ
う
に
あ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
ゆ

　
宗
正
海
亀
尚
書
紅
血
員
外
郎
王
藻
言
え
ら
く
、
国
家
の
役
法
、
応
る
女
戸
・
単
価
と
寝
れ
解
を
得
し
挙
人
・
太
学
生
は
、
並
び
に
丁
役
を
免
ず
。
頃
ろ
議
す

　
者
幕
命
の
弊
を
歴
心
し
、
遂
に
人
を
募
り
て
役
に
充
つ
る
の
指
揮
有
り
。
…
…
解
を
得
し
挙
人
、
名
已
に
天
府
に
登
る
、
登
れ
貴
ぶ
べ
き
の
資
有
る
な
り
。

　
　
今
乃
ち
籍
を
役
人
に
同
じ
く
す
る
は
、
則
ち
こ
れ
を
貴
ぶ
所
以
に
非
ざ
る
な
り
。
留
学
生
、
身
已
に
上
潮
に
算
す
、
是
れ
難
う
べ
き
の
道
有
る
な
り
。
今
乃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
ち
心
執
役
に
累
す
る
は
、
則
ち
こ
れ
を
疑
う
所
以
に
非
ざ
る
な
り
。
…
…

王
慎
の
上
言
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
紹
興
七
年
に
芦
部
は
従
来
免
役
特
権
を
与
え
ら
れ
て
い
た
女
戸
、
単
丁
重
、
挙
人
等
に
対
し
、
本
人
に
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

っ
て
「
皆
人
充
役
」
す
べ
く
指
揮
を
下
し
た
の
で
あ
っ
た
。
太
学
生
も
同
時
に
「
募
人
充
役
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
指
揮

は
王
藻
そ
の
他
の
反
三
論
に
よ
っ
て
若
干
の
修
正
が
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
書
免
役
の
紹
興
十
九
年
九
月
二
三
日
条
に
、

　
心
知
饒
州
立
罵
言
え
ら
く
、
欲
し
望
む
ら
く
は
特
に
有
司
に
翻
し
、
嶺
役
の
保
正
副
長
、
情
願
し
て
自
ら
役
に
応
ず
る
の
人
は
、
其
の
便
に
従
う
を
聴
す
を
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除
く
の
外
、
並
び
に
人
を
雇
い
代
役
す
る
を
許
し
、
官
司
正
身
を
追
試
す
る
を
得
ざ
ら
ん
こ
と
を
。
…
…
戸
部
言
え
ら
く
、
…
…
今
来
薄
墨
の
奏
請
に
、
解

　
を
得
し
挙
人
井
び
に
見
に
太
学
生
に
係
る
は
、
如
し
実
に
解
を
得
及
び
省
試
を
経
た
る
の
人
に
係
り
、
単
子
一
身
に
し
て
、
別
に
兼
帯
無
く
ん
ぱ
、
欲
し
乞

　
う
ら
く
は
役
に
充
つ
る
を
与
免
さ
れ
ん
こ
と
を
、
と
あ
り
。
若
し
特
旨
に
因
り
及
び
応
に
恩
賞
も
て
解
を
免
ず
べ
き
な
れ
ば
、
即
ち
合
に
已
に
降
せ
し
指
揮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
に
依
り
、
人
を
募
り
て
役
に
充
て
、
官
司
正
身
を
追
す
る
を
得
ざ
れ
、
と
。
こ
れ
に
従
う
。

と
あ
り
、
省
試
へ
解
送
さ
れ
た
挙
人
、
省
試
を
経
験
し
た
太
学
生
は
、
聖
王
の
場
合
に
限
っ
て
免
役
と
し
、
戸
内
に
二
丁
以
上
あ
る
挙
人
・
太

学
生
、
特
旨
免
解
と
恩
賞
免
解
の
挙
人
は
従
来
通
り
「
詠
人
訳
語
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
以
上
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
南
宋
代
の
太
学
生

の
免
役
特
権
は
三
舎
法
に
よ
る
取
士
の
時
期
に
比
べ
て
大
幅
に
縮
限
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
州
県
学
の
生
員
が
役
法
上
ど
う
扱
わ
れ

て
い
た
か
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
太
学
生
に
し
て
単
価
以
外
「
募
人
穴
役
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
免
役
特
権
を
与
え
ら
れ
な
か
っ

た
か
、
せ
い
ぜ
い
「
募
人
充
役
偏
止
ま
り
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
以
上
の
諸
史
料
に
言
う
丁
役
・
落
丁
と
は
、
右
の
陳
璃
の
上
言
中
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
保
正
長
や
保
正
副
な
ど
の
役
目
に
関
わ

る
も
の
で
あ
る
。
本
来
こ
れ
ら
の
役
は
戸
の
資
産
・
与
力
の
高
下
に
応
じ
て
割
当
て
ら
れ
る
戸
役
で
あ
る
が
、
差
充
の
対
象
と
な
る
の
は
基
本

的
に
戸
内
に
二
丁
以
上
あ
る
戸
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
徽
宗
朝
の
上
野
（
上
等
）
生
が
戸
役
を
免
除
さ
れ
る
の
に
対
し
、
挙
人
や
州

県
学
の
内
舎
生
が
丁
役
を
免
除
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
本
人
（
正
身
）
の
差
充
を
免
除
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
戸
役
自
体
が
免
じ
ら
れ

る
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
時
代
に
よ
る
変
化
は
あ
る
も
の
の
、
一
般
に
、
戸
役
自
体
が
免
除
さ
れ
る
官
戸
に
比
べ
れ
ば
挙
人
や
生

員
の
特
権
の
幅
は
小
さ
く
、
一
方
、
女
戸
や
単
玉
戸
で
な
け
れ
ば
就
役
を
免
れ
え
な
か
っ
た
庶
民
に
比
べ
れ
ば
挙
人
・
生
癒
の
特
権
的
地
位
は

明
白
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
役
法
上
に
お
い
て
も
官
芦
－
士
人
（
挙
人
・
生
員
）
一
庶
民
と
い
う
身
分
序
列
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
先
に
役
法
上
の
挙
人
の
資
格
は
終
身
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
館
員
の
資
格
は
必
ず
し
も
終
身
的
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
『
群
書
考
索
』
後
集
巻
二
八
、
学
法
類
、
崇
寧
四
年
（
一
一
〇
五
）
閏
二
月
庚
午
条
に
、

　
　
提
挙
開
封
府
界
学
事
路
盤
、
…
…
又
言
え
ら
く
、
已
に
試
補
も
て
学
に
在
る
の
生
は
、
当
に
白
丁
を
免
ず
べ
し
。
其
の
請
暇
除
籍
の
人
は
、
旧
に
依
り
役
に
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宋代の±人身分について（高橋）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
応
ぜ
し
め
ん
、
と
。
並
び
に
こ
れ
に
従
う
。

と
あ
り
、
崇
寧
四
年
以
前
か
ら
請
暇
中
の
生
食
と
除
籍
さ
れ
た
者
と
は
免
役
特
権
に
与
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
生
員
の
在
籍
年
限
は
当
初

　
　
　
　
　
　
⑭

制
限
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
北
宋
磁
の
大
観
元
年
（
二
〇
七
）
に
至
り
、
県
学
の
生
立
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

『
宋
史
』
巻
一
五
七
、
選
挙
志
三
、
同
年
の
詔
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
県
学
生
、
三
た
び
歳
升
試
に
赴
か
ず
、
及
び
三
た
び
歳
升
試
に
赴
く
も
、
照
る
に
州
学
に
馨
る
能
わ
ざ
る
者
は
、
皆
其
の
籍
を
除
け
。

と
あ
り
、
年
に
一
度
行
な
わ
れ
る
州
学
へ
の
進
学
試
験
に
三
度
赴
か
な
か
っ
た
者
、
三
度
不
合
格
と
な
っ
た
者
は
除
籍
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
太
学
生
の
場
合
は
、
成
績
不
良
の
老
は
北
宋
末
で
三
年
、
南
宋
初
で
五
年
を
限
っ
て
無
学
は
除
籍
と
さ
れ
、
州
学
へ
退
送
さ
れ
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

う
規
定
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
太
学
生
の
場
合
は
成
績
不
良
の
者
で
も
よ
り
長
く
生
心
の
身
分
は
保
持
し
え
た
こ
と
に
な
る
。

働
刑
法
上
の
優
免

　
続
い
て
、
挙
人
・
生
員
を
中
心
に
、
士
人
に
対
す
る
刑
法
上
の
優
免
規
定
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
前
章
に
一
部
分
引
用
し
た
『
燕
翼
詮
謀
録
』
巻
二
「
貢
士
得
贈
罪
」
に
、

　
…
…
大
中
祥
符
五
年
二
月
、
詔
し
て
、
貢
挙
の
人
曾
て
南
省
の
試
に
与
り
し
は
、
公
爵
は
収
量
せ
し
め
、
而
し
て
贈
す
る
所
は
公
簿
の
徒
に
止
む
。
其
の
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
私
罪
の
杖
も
亦
腰
論
を
許
す
。

と
あ
り
、
南
省
1
1
礼
部
の
省
試
を
受
験
し
（
落
第
し
）
た
挙
人
は
、
大
中
祥
符
五
年
（
一
〇
＝
一
）
に
公
罪
の
徒
罪
ま
で
を
吊
す
る
こ
と
が
許
さ

れ
て
い
る
。
公
罪
と
は
公
務
上
の
犯
罪
を
言
い
、
官
僚
以
外
の
者
の
場
合
、
科
挙
試
の
際
の
不
正
行
為
や
下
役
遂
行
上
の
犯
罪
な
ど
が
こ
れ
に

該
当
す
る
。
こ
こ
に
は
私
書
の
杖
罪
ま
で
の
罪
に
対
し
て
も
後
に
贈
論
が
許
さ
れ
た
旨
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
何
時
の
こ
と
で
あ
る
か
は

確
認
で
き
な
い
。
『
粛
清
諮
謀
録
』
に
は
宝
慶
三
年
（
一
一
三
七
）
の
自
序
が
附
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
要
道
五
年
（
＝
六
九
）
正
月
よ
り

慶
事
二
年
（
一
一
九
六
）
十
二
月
ま
で
の
勅
令
格
式
を
編
纂
し
た
『
慶
元
条
法
事
類
』
に
は
、
右
と
は
異
な
る
挙
人
の
私
逆
乱
論
の
規
定
が
見
え
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る
。
す
な
わ
ち
、
同
書
巻
七
六
、
当
腰
門
、
蔭
贈
の
名
例
勅
に
、

　
諸
そ
州
県
の
学
生
・
医
生
・
州
職
匿
の
助
教
、
公
罪
の
杖
以
下
を
犯
し
、
太
公
武
学
の
営
舎
生
・
蛇
道
、
私
製
の
杖
以
下
を
犯
し
、
摂
肥
州
の
助
教
．
翰
林

　
　
砥
候
・
曾
て
解
を
得
し
及
び
亦
に
解
を
免
ず
べ
き
挙
人
蹴
騨
も
・
太
学
武
学
の
上
舎
内
藩
儒
・
僧
登
録
、
緻
私
罪
朔
砒
硫
醜
騨
に
癌
灘
認
諾
哲
論
聡
公
罪
の
徒
以
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
を
犯
し
、
御
前
忠
佐
、
繊
私
罪
公
罪
の
流
以
下
を
犯
さ
ば
、
並
び
に
腰
せ
し
む
。

と
あ
り
、
州
県
学
の
生
塵
は
公
罪
の
杖
以
下
、
太
学
と
武
学
の
外
舎
費
は
私
讐
の
杖
以
下
、
挙
人
お
よ
び
太
学
武
学
の
内
張
生
・
上
世
生
は
隙

罪
・
私
罪
と
公
罪
の
徒
以
下
の
罪
を
果
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
明
々
『
清
明
集
』
巻
十
四
、
懲
悪
門
、
宰
牛
「
宰
郭
者
断
罪

折
屋
」
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
…
…
法
に
在
り
て
は
、
曾
て
解
を
得
し
人
、
止
だ
公
罪
の
杖
を
免
ず
る
の
み
、
繁
る
に
殺
牛
は
乃
ち
是
れ
私
罪
の
徒
な
り
。
…
…

こ
れ
は
劉
克
荘
の
書
判
で
、
彼
は
嘉
定
二
年
（
一
二
〇
九
）
に
初
め
て
官
途
に
つ
い
て
い
る
か
ら
、
も
し
右
の
書
判
に
お
け
る
法
の
引
用
に
誤
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
な
い
と
す
れ
ば
、
慶
元
三
年
（
＝
九
七
）
以
降
に
挙
人
の
贈
論
の
範
囲
は
縮
限
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
『
慶
三
条
法
事
類
』
巻
七
六
、
当
販

門
、
随
勅
申
明
に
は
ま
た
、

　
　
淳
熈
拾
藁
薦
捌
月
詣
賠
償
日
の
勅
に
、
刑
部
・
大
理
寺
看
課
す
る
に
、
科
場
取
中
の
待
補
の
太
学
生
は
、
合
に
外
舎
生
に
比
附
し
、
微
罪
の
杖
以
下
は
、
聴

　
　
書
せ
し
め
ん
礪
縮
獣
辮
姥
と
あ
り
。
国
子
監
看
詳
す
る
に
、
窃
に
澄
濫
を
恐
る
。
欲
す
ら
く
は
、
当
挙
書
中
の
待
補
人
を
将
て
、
参
年
を
以
て
限
と
為
し
、
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
罪
の
杖
以
下
を
犯
す
こ
と
有
ら
ば
、
止
だ
聴
卸
す
る
こ
と
野
次
を
許
さ
れ
ん
こ
と
を
。
聖
旨
を
奉
ず
る
に
、
依
れ
、
と
あ
り
。

と
見
え
、
淳
煕
十
五
年
（
一
一
八
八
）
に
、
太
子
の
入
試
に
合
格
し
入
学
を
待
つ
待
補
生
は
、
三
年
以
内
に
一
度
限
り
と
い
う
条
件
で
太
学
外
舎

生
と
同
じ
く
私
罪
の
杖
以
下
の
瞭
論
が
許
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
挙
人
・
生
地
に
は
刑
法
上
一
定
の
贈
罪
の
範
囲
が
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
生
員
の
学
校
内
に
お
け
る
軽
微
な
犯

罪
は
、
学
校
の
規
則
で
あ
る
「
学
規
」
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
た
。
『
群
書
考
索
』
凝
集
巻
二
八
、
学
法
類
に
、

　
　
政
和
三
年
七
月
癸
巳
、
臣
僚
言
え
ら
く
、
学
生
実
に
真
黒
有
る
に
非
ず
、
而
し
て
師
長
の
位
に
至
り
、
因
て
干
与
す
る
所
の
者
有
り
。
乞
う
ら
く
は
厳
に
恩
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宋代の士入身分について（高橋）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
愛
を
冒
録
す
る
を
糾
蝕
す
る
を
行
い
、
重
ね
て
教
養
期
待
の
意
に
負
か
ざ
ら
ん
こ
と
を
、
と
。
詔
す
ら
く
、
犯
行
ら
ば
学
規
に
依
り
、
科
犯
論
罰
せ
よ
、
と
。

と
あ
り
、
学
規
に
よ
る
処
罰
の
指
示
が
見
え
る
が
、
幸
い
周
密
『
癸
辛
雑
面
』
後
集
「
学
規
」
に
、
南
宋
の
韻
学
の
学
規
が
収
録
さ
れ
て
い
る

の
で
、
そ
れ
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

　
学
規
五
等
。
軽
き
者
は
関
暇
寒
月
、
出
入
を
許
さ
ず
。
此
れ
前
廊
の
判
ず
る
所
な
り
。
重
き
は
則
ち
前
廊
関
暇
、
監
中
の
行
う
所
な
り
。
又
重
き
は
則
ち
遷

　
斎
、
或
は
其
の
人
果
し
て
不
肖
な
れ
ば
、
則
ち
遷
る
所
の
斎
も
亦
受
け
ず
、
又
別
事
に
遷
る
。
必
ず
須
ら
く
人
情
を
委
曲
し
て
崇
め
て
可
な
る
べ
し
。
直
だ

　
本
堂
の
同
舎
、
公
堂
に
力
告
す
る
を
須
ち
、
方
め
て
本
斎
に
放
還
す
る
を
許
さ
る
。
此
れ
則
ち
こ
れ
を
徒
罪
に
比
す
。
又
重
き
は
則
ち
童
心
斎
に
下
す
、
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
ち
こ
れ
を
鯨
罪
に
比
す
。
寛
仁
自
処
し
、
同
舎
も
亦
敢
て
は
過
ぎ
て
問
わ
ず
。
又
重
き
は
則
ち
夏
奪
回
斥
、
則
ち
こ
れ
を
死
罪
に
比
す
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

既
に
宮
崎
市
定
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
最
も
軽
い
罰
が
「
関
暇
」
で
あ
れ
ば
、
監
中
が
行
な
う
の
は
、
「
前
廊
関
暇
」
で
は
な
く
［
野
中

関
暇
」
で
あ
ろ
う
。
引
用
を
省
い
た
後
半
部
分
に
は
、
「
夏
楚
屏
斥
」
す
な
わ
ち
答
打
ち
の
後
放
校
処
分
と
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
「
此
よ
り
士

歯
に
与
ら
ず
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
府
州
県
学
の
学
規
も
こ
の
太
学
の
学
規
と
相
似
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
学
規
に
よ
る

処
罰
と
一
般
の
刑
罰
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
『
群
書
考
索
』
後
集
巻
二
八
、
学
法
類
の
宣
和
三
年
（
＝
二
一
）
六

月
庚
申
条
に
、

　
　
尚
書
省
言
え
ら
く
、
…
…
学
生
近
来
学
に
在
り
て
殴
闘
争
正
し
、
或
い
は
殺
人
す
る
に
至
る
。
蓋
し
令
佐
治
訓
を
加
え
ず
、
州
県
砂
嵐
を
切
に
せ
ず
、
提
挙

　
　
宮
提
議
に
失
し
、
以
て
此
の
如
き
を
致
す
な
ら
ん
。
惟
に
士
其
の
行
を
失
す
る
の
み
な
ら
ず
、
亦
官
も
其
の
職
を
廃
さ
ん
。
今
下
命
を
具
す
。
一
、
州
県
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
　
学
生
犯
有
ら
ば
、
学
に
在
り
て
杖
以
下
は
、
層
累
に
従
い
、
徒
以
上
若
し
く
は
外
に
在
り
て
犯
有
ら
ば
、
並
び
に
法
に
依
り
て
断
罪
す
。
…
…
依
れ
と
詔
す
。

と
あ
り
、
学
校
内
に
お
け
る
杖
以
下
の
犯
罪
に
つ
き
蛭
石
に
よ
る
処
罰
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
生
恥
に
限
ら
ず
士
人
に
関
わ
る
韓
語
の
中
に
は
、
「
教
導
」
と
呼
ば
れ
る
特
殊
な
刑
罰
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
明
版
『
清
明
集
』
巻
十
、
人
倫
門
、
叔
姪
「
叔
姪
漁
業
、
今
稟
聴
住
職
教
講
」
に
、

　
　
…
…
劇
画
成
叔
姪
に
示
す
に
、
仰
ぎ
て
即
日
明
な
る
朋
友
に
稟
聴
し
て
教
講
せ
し
め
、
遂
に
叔
姪
初
め
の
如
く
為
れ
。
若
し
或
い
は
霞
め
ざ
れ
ば
、
則
ち
玉
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汝
・
干
成
な
る
者
、
将
に
教
刑
に
従
察
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
べ
し
。

と
あ
り
、
「
教
刑
」
の
語
が
見
え
る
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
、
同
書
巻
十
二
、
懲
悪
門
、
把
持
「
士
人
教
唆
詞
訟
、
把
持
県
官
」
の
一
節
に
、

　
…
…
こ
れ
を
法
に
募
る
に
、
本
よ
り
合
に
科
断
す
べ
き
も
、
薄
く
其
の
職
学
校
に
在
る
を
念
い
、
こ
れ
を
し
て
保
膚
受
杖
せ
し
む
る
を
欲
せ
ず
。
姑
く
健
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
に
従
い
、
以
て
教
刑
を
示
す
。
学
に
送
り
竹
箆
に
決
す
る
こ
と
目
下
に
て
罷
め
、
自
訟
斎
に
押
下
せ
よ
。
…
…

と
あ
り
、
宋
版
『
清
明
集
』
遺
嘱
「
仮
偽
遺
嘱
、
以
伐
喪
」
に
、

　
…
…
轟
轟
本
よ
り
合
に
已
判
に
照
し
、
杖
に
勘
し
編
管
す
べ
き
も
、
明
堂
の
赦
恩
適
ま
至
り
、
而
し
て
萢
族
の
尊
長
及
び
小
萢
・
佑
神
・
承
議
、
辞
を
合
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
て
請
う
有
る
を
以
て
、
姑
く
軽
き
に
従
い
、
州
学
に
送
り
、
竹
箆
二
十
に
決
し
、
聴
思
せ
し
む
る
こ
と
三
月
に
て
放
て
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
あ
る
よ
う
に
、
州
県
学
の
自
訟
斎
に
お
け
る
一
定
期
間
の
強
制
的
な
学
習
改
過
が
教
飛
で
あ
っ
た
。
墨
刑
に
は
、
見
ら
れ
る
よ
う
に
学
校
に

お
け
る
答
打
ち
刑
が
伴
っ
て
い
る
。

　
こ
の
教
刑
は
、
本
罪
を
免
れ
る
と
い
う
点
で
、
明
ら
か
に
刑
法
上
の
優
免
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
教
刑
の
適
用
を
受
け
る
の

は
必
ず
し
も
挙
人
や
生
卵
に
限
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
教
刑
の
適
用
対
象
は
読
書
人
一
士
人
で
あ
り
、
地
方
官
に
よ
っ
て
士
人
と
認

め
ら
れ
た
者
は
教
刑
と
い
う
刑
法
上
の
優
免
に
与
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
明
版
『
清
明
集
』
巻
十
一
、
人
品
門
、
．
士
人

「
士
人
充
撹
戸
」
に
、

　
操
舜
卿
の
供
す
る
所
を
観
る
に
、
亦
粗
か
に
撮
管
有
り
。
但
だ
既
に
上
れ
士
人
た
れ
ば
、
便
ち
応
に
撹
戸
に
充
つ
べ
か
ら
ず
。
既
に
撹
戸
に
充
つ
れ
ば
、
則

　
ち
県
吏
と
等
し
き
の
み
。
…
…
当
に
重
字
に
究
寛
す
べ
き
所
な
る
も
、
其
れ
粗
か
に
読
書
を
知
る
を
以
て
、
姑
く
軍
学
に
押
下
す
る
を
与
し
、
習
読
せ
し
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
る
こ
と
三
月
、
改
過
の
艮
を
候
ち
、
撹
戸
の
印
記
を
槌
評
し
、
罪
名
を
改
正
す
る
を
与
す
。
…
…

と
あ
り
、
撹
戸
の
操
舜
卿
は
「
粗
か
に
読
書
を
知
る
」
士
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
県
学
に
お
け
る
習
弊
三
月
の
教
刑
に
処
せ
ら
れ
て
お
り
、
同

書
同
巻
、
士
人
「
士
人
以
諦
…
嘱
受
財
」
に
は
、

　
　
…
…
王
徳
元
却
ち
曾
て
勘
招
せ
ず
。
余
庁
の
館
客
な
る
一
節
を
仮
称
す
る
も
、
但
だ
其
れ
県
吏
に
計
題
す
る
を
以
て
、
人
に
随
い
奔
徒
す
る
の
み
。
此
れ
亦
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宋代の士人身分について（高橋）

　
狗
麓
も
こ
れ
に
若
か
ず
。
姑
く
亦
軽
き
に
従
い
、
竹
箆
二
十
に
決
し
、
州
学
に
押
下
し
て
聴
抽
硯
せ
し
む
。
本
学
輪
差
の
人
に
請
い
、
監
し
て
自
訟
斎
に
在
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
し
め
、
放
ち
て
東
西
せ
し
む
る
を
得
ず
、
満
歳
に
て
呈
せ
。
伽
繊
を
監
す
。

と
あ
り
、
士
人
の
王
徳
元
は
州
学
の
自
訟
斎
に
お
け
る
一
年
間
の
素
読
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
陳
淳
『
北
渓
大
全
集
』
巻
四
七
、
割
「
上
傅

寺
丞
、
論
民
間
利
病
六
条
」
の
第
一
条
に
は
、

　
此
の
間
の
民
俗
、
大
概
質
朴
畏
謹
た
り
。
然
れ
ど
も
其
の
問
亦
姦
雄
健
訟
に
て
善
良
の
梗
使
と
為
り
、
安
息
を
獲
ざ
る
者
罵
り
。
…
…
凡
そ
詞
訟
有
る
者
は
、

　
　
必
ず
こ
れ
に
椅
り
て
盟
主
と
為
し
、
こ
れ
を
主
人
頭
と
謂
う
。
此
れ
其
の
人
或
は
判
れ
貢
士
、
或
は
是
れ
国
学
生
、
或
は
進
士
の
場
屋
に
詳
し
む
者
、
或
は

　
　
勢
家
の
子
弟
宗
族
、
或
は
宗
室
の
不
繕
な
る
者
、
…
…
前
政
孤
寺
丞
其
の
然
る
を
知
り
、
聴
訟
の
時
に
当
り
、
此
等
の
人
有
る
を
灼
見
せ
ば
、
便
ち
厳
に
懲

　
　
断
を
行
え
り
。
其
れ
士
類
に
在
る
者
は
、
則
ち
こ
れ
を
自
訟
斎
麟
燃
欄
殉
後
に
善
処
し
、
究
年
帰
る
を
与
さ
ず
。
人
因
て
敢
を
畏
れ
、
敢
て
は
健
興
せ
ざ
り

　
　
　
　
　
⑫

　
　
き
。
：
：
：

と
あ
り
、
調
号
の
対
象
と
な
る
の
が
挙
人
や
州
県
学
の
生
員
、
ま
た
「
進
士
」
1
1
科
挙
を
め
ざ
す
読
書
人
と
い
っ
た
士
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
明

確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
教
刑
の
対
象
と
な
る
の
が
士
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
士
人
の
犯
罪
が
す
べ
て
教
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
で
は
勿
論
な
い
。
残
さ
れ
た
判
例
か
ら
推
測
す
る
限
り
、
士
人
の
犯
罪
に
教
刑
を
適
用
す
る
か
否
か
は
、
地
方
官
の
自
由
裁
量
権
の

範
囲
内
に
あ
り
、
教
刑
適
用
に
際
し
準
拠
す
べ
き
法
令
は
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
土
人
の
諸
活
動
が
士
人
と
い
う
身
分
的
地
位
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
彼
等
の
犯
罪
に
対
し
て
も
、
実
際
の
裁
判
の
場
で

は
士
人
な
る
が
ゆ
え
の
免
断
や
減
刑
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
前
章
で
も
述
べ
て
お
い
た
。
そ
の
際
、
挙
人
や
生
直
と
い

っ
た
有
資
格
者
の
場
合
は
と
も
か
く
、
在
野
の
読
書
人
の
場
合
被
告
人
を
士
人
と
認
め
う
る
か
否
か
は
、
先
掲
の
明
版
『
清
明
集
』
「
士
人
充

擁
戸
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
地
方
官
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
宋
版
『
清
明
集
』
取
睡
「
典
買
田
業
、
合
照
当
来
交
易
、
或

見
銭
或
銭
会
、
中
半
取
贈
」
に
も
、

　
　
…
…
暴
慢
庁
の
擬
す
所
に
拠
る
に
、
李
辺
合
に
杖
一
丁
に
勘
す
べ
し
。
但
だ
其
の
状
首
に
、
自
ら
前
の
学
生
と
称
す
る
は
、
意
其
れ
或
は
為
れ
士
類
な
れ
ば
、
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遂
に
免
断
を
欲
す
る
な
ら
ん
。
就
き
て
李
辺
の
前
後
の
状
詞
を
観
る
に
、
皆
覧
れ
斉
東
野
人
の
語
に
し
て
、
一
毫
も
詩
書
の
意
味
無
し
。
安
く
ん
ぞ
儒
生
の

　
列
に
附
す
る
を
得
ん
や
。
…
…
要
し
此
の
時
に
於
て
、
又
幸
免
を
得
れ
ば
、
則
ち
凡
そ
醜
類
悪
物
、
好
み
て
凶
状
を
行
う
の
人
、
稽
や
丁
の
字
を
漏
る
者
は
、

　
皆
得
て
士
を
以
て
自
ら
名
し
、
而
し
て
恣
に
悸
理
愚
管
の
事
を
為
し
、
官
司
終
に
得
て
誰
何
せ
ざ
ら
ん
。
…
…

と
あ
り
、
士
人
と
認
め
う
る
か
否
か
は
地
方
官
の
判
断
に
懸
っ
て
い
た
こ
と
、
士
人
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
に
刑
罰
の
減

免
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
土
人
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
の
た
め
に
は
、
「
引
航
」
と
呼
ば
れ
る
認
定
試
験
も
行

な
わ
れ
て
い
た
。
明
版
『
清
明
集
』
巻
十
一
、
人
晶
門
、
士
人
「
引
試
」
に
、

　
胡
大
発
、
…
…
本
よ
り
合
に
徒
輩
と
す
べ
き
も
、
姑
く
擬
に
照
し
、
杖
一
口
に
比
し
、
隠
州
に
拝
受
す
。
絵
は
並
び
に
擬
に
照
し
行
え
。
本
司
已
に
淳
祐
九

　
年
十
月
初
八
日
、
胡
大
発
・
毛
徳
を
将
て
引
断
ず
る
に
、
聾
唖
大
発
是
れ
士
人
な
り
、
詩
賦
を
習
え
り
と
称
す
。
遂
に
当
庁
恕
す
れ
ば
終
に
凶
た
り
の
詩
を

　
　
出
給
し
引
試
す
。
胡
大
発
の
答
に
拠
る
に
、
…
…
。
語
い
で
呈
し
て
夢
判
を
奉
ず
る
に
、
粗
通
す
、
姑
く
勘
断
を
免
じ
、
重
く
竹
箆
二
十
に
究
せ
、
と
あ

　
　
　
　
　
＠

　
　
払
リ
。
　
：
：
：

と
あ
り
、
「
面
す
れ
ば
終
に
凶
た
り
」
と
題
す
る
上
聞
に
対
す
る
胡
大
発
の
詩
は
「
粗
面
」
と
判
断
さ
れ
、
よ
っ
て
士
人
と
認
め
ら
れ
た
胡
大
発

は
減
刑
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
書
同
巻
、
士
人
「
又
（
引
試
ご
に
は
ま
た
、

　
　
条
に
照
す
に
、
合
に
是
れ
徒
配
た
る
べ
き
も
、
士
人
に
係
る
を
以
て
、
且
く
末
減
を
与
し
、
杖
一
十
に
勘
し
、
三
州
に
編
管
す
。
鯨
は
並
び
に
擬
に
照
し
行

　
　
え
。
尋
い
で
呉
敏
中
を
押
上
し
、
当
夜
茶
断
す
る
に
、
引
拠
を
称
差
す
る
に
拠
り
、
遂
に
試
を
勒
す
。
呈
し
て
爪
判
を
奉
ず
る
に
、
文
理
粗
通
す
、
姑
く
大

　
　
杖
を
受
く
る
を
与
免
し
、
改
め
て
竹
箆
二
十
に
決
せ
よ
、
と
あ
り
。
致
死
の
受
財
、
此
れ
是
れ
何
等
の
刑
名
な
る
か
。
徒
降
し
て
朴
と
す
る
は
、
其
れ
過
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
改
め
て
土
為
る
を
失
せ
ざ
る
を
許
す
所
以
の
者
な
り
。
意
亦
厚
し
。
切
に
宜
し
く
自
ら
薦
む
べ
し
。

と
あ
り
、
徒
罪
を
犯
し
た
呉
羅
中
は
、
当
初
士
人
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
杖
一
流
、
隣
州
へ
の
編
管
へ
と
減
刑
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
引
倒
を

乞
い
、
そ
の
結
果
「
文
理
型
通
」
と
の
判
断
を
得
て
、
最
終
的
に
は
竹
箆
二
十
に
ま
で
減
刑
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
引
馬
は
士
人
た

る
資
格
を
有
す
る
か
否
か
の
判
断
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
被
告
人
1
1
士
人
の
才
能
・
学
力
の
高
下
を
判
断
す
る
た
め
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
の
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で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
教
刑
、
あ
る
い
は
引
試
な
ど
に
基
づ
く
士
人
に
対
す
る
刑
法
上
の
優
免
は
、
彼
等
に
改
過
再
生
の
途
を
歩
ま
せ
、
才
能
あ
る

者
を
育
成
し
よ
う
と
す
る
理
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
明
版
『
清
明
集
』
巻
十
二
、
懲
悪
門
、
覇
業
「
貢
士
等
質
」
に
は
、
そ
う
し
た
理

念
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
…
…
王
桂
・
藤
本
兄
弟
儒
を
習
い
、
倶
に
名
を
天
府
に
登
し
、
郷
曲
の
英
と
号
せ
ら
れ
、
賢
能
の
選
に
預
り
し
者
な
り
。
…
…
王
桂
私
罪
の
徒
を
犯
す
に
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
る
も
、
郷
挙
免
れ
ざ
れ
ば
、
且
く
軽
典
に
従
い
、
学
に
送
り
て
夏
楚
二
十
、
傍
院
を
屏
出
せ
し
む
。
嶽
麓
の
藍
を
冒
す
携
れ
。

す
な
わ
ち
、
徒
罪
に
相
当
す
る
姦
罪
を
犯
し
た
挙
人
の
王
桂
は
、
夏
楚
二
十
、
学
籍
剥
奪
と
い
う
処
分
に
止
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
理
由
は
王
桂
の
才
能
か
ら
し
て
再
び
「
郷
挙
免
れ
ず
」
と
の
判
断
が
な
さ
れ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
才
能
あ
る
者
の
育
成

と
い
う
一
事
を
も
っ
て
し
て
は
、
刑
法
上
の
士
人
に
対
す
る
試
射
、
と
り
わ
け
実
際
の
裁
判
の
場
に
お
け
る
優
免
の
大
き
さ
を
説
明
し
尽
し
難

い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
統
治
す
る
階
級
と
し
て
の
「
士
」
と
い
う
儒
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
士
人
は
「
士
」
の
一
部
を
構
成
す

る
と
い
う
観
念
の
存
在
も
与
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
な
お
、
本
章
で
は
監
生
の
法
律
上
の
優
免
に
つ
い
て
は
全
く
論
及
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
宋
代
の
畜
生
は
七
品
以
上
の
輩
下
の
子
孫
で
あ

⑲り
、
彼
等
は
父
祖
の
蔭
を
役
法
・
刑
法
の
上
で
受
け
る
権
利
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
①
生
存
立
言
、
嘉
祐
中
、
同
学
究
出
身
為
腸
山
県
尉
、
嘗
納
庶
男
画
配
隷
罪
。
請
　

④
こ
の
こ
と
は
、
本
論
次
掲
の
『
群
書
考
索
』
後
集
巻
二
八
、
学
法
頚
、
崇
寧
四

　
同
挙
人
法
、
得
免
雲
門
。
帝
欄
之
、
復
賜
出
身
、
傍
与
注
官
。

②
　
嘉
定
忍
路
増
養
県
学
弟
子
員
。
大
県
五
十
人
、
中
県
四
十
人
、
小
県
三
十
人
。

　
凡
州
県
学
生
、
癬
経
公
私
愚
者
、
復
其
身
、
内
辛
煮
戸
役
、
上
舎
監
免
借
借
、
如

官
戸
法
。

③
「
借
借
」
と
は
、
官
司
に
よ
る
強
制
的
な
物
資
・
資
材
の
借
り
上
げ
で
あ
る
。

　
宮
崎
市
定
「
借
借
の
解
」
（
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
四
、
東
洋
史
研
究
会
、
｝
九
六
四

　
年
、
所
収
）
を
参
照
。

　
年
四
月
壬
子
条
に
、
「
其
三
月
八
日
指
揮
勿
行
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
証
さ
れ
る
。

⑤
諸
州
県
学
生
、
試
補
入
学
、
難
中
終
場
、
及
自
農
舎
升
内
舎
者
、
応
身
丁
、
内

　
舎
世
事
借
借
、
升
上
舎
、
即
依
官
戸
法
。
其
三
月
八
日
指
揮
勿
行
。

⑥
…
…
諸
斎
長
、
諭
以
八
行
孝
士
為
上
舎
上
等
、
其
家
依
官
戸
法
、
中
下
等
免
戸

　
　
　
　
　
　
　

　
下
支
移
折
変
借
借
身
丁
、
内
舎
免
支
移
身
丁
。

　
　
　
　
　
　
　

　
　
こ
こ
に
言
う
「
八
行
孝
士
」
と
は
、
大
観
元
年
三
月
甲
高
の
詔
で
、
孝
、
悌
、

　
忠
、
和
、
瞠
、
淵
、
任
、
畑
の
入
行
に
応
じ
て
太
学
へ
の
入
学
を
許
し
、
ま
た
学
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生
を
ラ
ン
ク
付
け
る
、
制
度
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
『
宋
史
』
巻
［
五
七
、
選
挙

　
志
三
、
『
群
譲
認
諾
』
後
単
巻
二
八
、
学
法
類
、
『
江
蘇
金
石
志
』
巻
十
「
大
観
盤

　
作
之
碑
」
を
参
照
。

⑦
給
事
中
毛
重
言
、
比
守
郡
、
見
訴
役
者
言
、
富
家
子
弟
、
初
不
知
書
、
第
掲
数

　
百
繕
銭
、
求
人
試
補
入
学
、
遂
免
敵
役
。
…
…

⑧
『
宋
史
』
巻
一
五
七
、
選
挙
志
三
、
宣
和
三
年
条
に
、

　
　
　
詔
、
罷
天
下
州
県
学
三
舎
法
、
惟
太
学
用
之
課
試
。
開
封
無
爵
諸
路
、
並
以

　
　
　
科
挙
藩
士
。
…
…

⑨
宋
代
の
生
員
が
役
法
上
の
優
免
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
、
曾
我
部
静
雄
「
明
の

　
関
節
生
員
と
納
粟
康
生
」
（
『
中
国
社
会
経
済
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七

　
六
年
、
所
収
）
に
も
簡
単
－
な
日
鋼
及
が
山
の
る
。

⑩
　
宗
正
寺
兼
尚
書
司
封
員
外
郎
面
談
言
、
国
家
役
法
、
応
女
戸
単
丁
与
夫
得
解
挙

　
人
太
学
生
、
並
免
戸
役
。
頃
捨
者
歴
陳
丁
役
之
弊
、
遂
有
古
人
充
役
之
指
揮
。
…

　
…
得
解
挙
人
、
名
巳
登
於
天
府
、
是
有
可
貴
之
資
也
。
今
乃
同
調
於
役
入
、
則
非

　
所
以
貴
之
　
。
太
学
生
、
身
巳
隷
於
上
卿
、
是
有
可
難
之
道
也
。
今
乃
心
累
於
執

　
役
、
則
非
所
以
難
之
　
。
…
…

⑪
『
宋
会
要
輯
稿
恥
食
貨
十
四
、
免
役
、
紹
興
七
年
閏
十
月
十
四
日
条
。

⑫
権
繰
下
州
陳
聴
言
、
欲
望
特
詔
有
司
、
許
当
役
保
正
副
長
、
除
情
願
自
応
役
之

　
入
、
聴
其
従
便
外
、
並
許
雇
人
代
役
、
宮
司
不
得
追
呼
正
身
。
…
…
戸
部
言
、
…

　
…
今
来
臣
僚
奏
請
、
得
義
挙
人
井
見
係
太
学
生
、
如
細
面
得
得
及
経
省
試
之
人
、

　
単
子
一
身
、
別
際
会
丁
、
欲
催
眠
免
充
役
。
群
論
特
旨
照
応
恩
賞
掃
墨
、
即
合
依

　
已
降
指
揮
、
募
人
留
役
、
官
司
不
得
追
正
身
。
従
之
。

⑭
提
挙
開
封
府
界
学
事
路
環
、
…
…
又
言
、
巳
試
補
在
学
生
、
当
免
身
丁
。
其
諭

　
暇
除
籍
之
人
、
依
旧
応
護
。
並
従
之
。

⑭
『
文
献
草
藤
』
巻
四
二
、
学
校
考
三
、
太
学
の
慶
暦
二
年
（
一
〇
四
二
）
照
月

　
の
詔
に
、

　
　
　
国
子
監
太
学
天
下
州
県
学
生
、
更
不
襲
踏
読
日
限
。
…
…

⑯
　
県
学
生
、
三
不
赴
評
語
試
、
及
三
赴
歳
升
試
、
葡
不
能
升
州
学
者
、
皆
除
其
籍
。

⑯
『
宋
史
隠
巻
一
五
七
、
選
挙
志
三
、
崇
寧
五
年
条
、
お
よ
び
『
文
献
通
考
』
巻

　
四
二
、
学
狡
考
三
、
紹
興
十
八
年
条
。

⑰
　
…
…
大
中
祥
府
五
年
二
月
、
詔
、
貢
挙
人
曾
与
南
省
試
、
公
葬
収
贈
、
甲
所
照

　
止
於
公
鐸
徒
。
其
後
私
罪
杖
亦
許
講
論
。

⑱
諸
州
県
学
生
医
生
州
主
医
助
撒
、
犯
公
罪
杖
以
下
、
太
学
武
学
外
舎
生
僧
道
、

　
犯
私
罪
杖
以
下
、
摂
豪
州
助
激
翰
林
蔵
候
曾
得
解
及
霊
薬
解
挙
人
斌
挙
太
学
武
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ

上
禽
舎
生
僧
道
録
、
犯
賊
私
轟
黙
器
懲
公
罪
徒
以
下
、
御
前
馨
、

　
犯
無
私
罪
公
罪
流
以
下
、
並
照
（
原
注
略
）
。

⑲
…
…
在
法
、
曾
得
曲
人
、
止
免
公
苗
田
、
配
布
牛
乃
是
私
営
徒
。
…
…

⑳
『
慶
元
条
法
事
類
』
巻
七
四
、
刑
獄
門
四
、
比
罪
の
月
例
勅
に
、

　
　
　
諸
応
比
定
無
謬
無
鞠
、
配
沙
門
髭
票
肝
里
、
…
編
霧
饗

　
　
　
徒
萱
年
。
其
本
罪
徒
以
上
、
傍
通
比
、
満
豊
年
者
比
流
暴
落
里
。
…
…
聴

　
　
　
用
官
当
減
照
、
不
在
除
名
之
碧
羅
蕪
数
量
誰
誰
癬
賛
挙
余

　
　
　
不
得
応
挙
、
流
外
看
官
随
筆
、
…
…

　
と
あ
り
、
挙
人
は
比
罪
に
基
づ
く
賦
論
も
許
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
場
合
、
命
官
が

　
勒
臼
摩
の
処
分
を
受
け
る
こ
と
と
、
挙
人
が
応
挙
の
資
格
を
失
な
う
こ
と
と
が
併

　
列
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
挙
人
と
い
う
資
格
が
刑
法
上
特
権
的
性
格
を
持

　
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

⑳
淳
煕
拾
伍
年
盛
月
煎
拾
泰
平
勅
、
刑
部
大
理
寺
看
詳
、
科
緊
緊
中
待
補
太
学
生
、

合
比
附
盆
星
、
私
罪
杖
以
下
聴
音
醗
畢
磐
詳
、
窃
恐
嚇
。
欲
将

　
当
挙
取
中
待
補
人
、
以
参
年
為
限
、
有
犯
私
罪
悪
以
下
、
止
許
聴
艘
日
次
。
奉
聖

　
旨
、
依
。

＠
　
政
和
三
年
七
月
癸
巳
、
臣
僚
言
、
学
生
非
実
有
真
才
、
葡
至
師
長
位
、
魍
而
有

　
所
干
鯛
者
。
乞
厳
行
糾
奏
楽
濫
恩
愛
、
重
不
負
教
養
期
待
之
意
。
詔
、
有
犯
依
学

　
規
、
科
犯
論
罰
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

＠
　
学
規
五
等
。
軽
者
閨
藤
江
月
、
不
許
出
入
。
此
前
廊
所
判
也
。
重
則
前
廊
関
暇
、
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監
中
所
行
也
。
又
重
則
写
照
、
或
其
人
果
不
肖
、
瑚
所
遷
之
斎
亦
不
受
、
又
遷
鋼

　
斎
。
必
須
委
曲
人
情
方
可
。
直
須
潔
斎
同
舎
力
郭
公
堂
、
国
許
放
還
本
斎
。
此
則

　
比
之
徒
罪
。
又
重
則
下
自
訟
斎
、
則
比
之
贈
罪
。
畢
宿
踏
処
、
同
舎
亦
不
敢
過
而

　
補
選
。
又
重
則
夏
倉
出
斥
、
掛
比
之
死
罪
。
…
…

＠
宮
崎
市
定
「
宋
代
の
太
学
生
生
活
」
（
『
史
林
』
十
六
巻
～
・
四
号
、
一
九
ゴ
コ

　
年
、
後
に
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
一
、
同
朋
舎
、
一
九
五
七
年
、
に
収
録
）
を
参
照
。

⑯
　
尚
書
省
言
、
…
…
学
生
近
来
在
学
殴
闘
争
訟
、
至
或
殺
人
。
蓋
令
佐
不
加
治
訓
、

　
州
県
不
切
挙
察
、
提
挙
官
失
於
提
按
、
以
致
如
此
。
不
惟
士
野
暮
行
、
亦
官
廃
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
従
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
杖
）

　
職
。
今
里
下
項
。
一
、
州
県
学
生
累
犯
、
在
学
校
以
下
、
縦
学
規
、
徒
以
上
若
在

　
外
有
犯
、
並
依
法
断
罪
。
…
…
詔
依
。

⑳
　
…
…
示
捨
鞭
成
叔
姪
、
仰
即
日
稟
聴
明
朋
友
教
卓
、
遂
為
叔
半
期
初
。
若
或
不

　
俊
、
則
玉
門
干
成
者
、
将
不
得
不
従
事
於
教
刑
夷
。

⑳
　
…
…
揆
之
於
法
、
本
合
科
断
、
且
念
図
無
在
学
校
、
不
駆
使
之
傑
膚
受
杖
。
姑

　
従
建
記
、
以
示
教
刑
。
送
学
決
竹
箆
十
下
罷
、
押
下
堅
剛
斎
。
…
…

⑱
　
…
…
萢
楡
本
合
照
已
判
、
勘
督
学
管
、
以
明
目
諸
教
適
至
、
而
萢
族
尊
長
及
小
苑

　
佑
神
承
議
、
合
辞
有
請
、
姑
従
軽
、
送
州
学
、
決
竹
箆
二
十
、
聴
読
三
月
放
。
…
…

＠
　
南
宋
の
太
学
の
自
刃
斎
は
、
伊
藤
束
涯
『
制
度
通
』
の
「
宋
國
子
本
図
」
の
中

　
に
見
え
、
前
掲
注
⑳
宮
崎
論
文
に
も
転
載
さ
れ
て
い
る
。
自
訟
斎
は
陣
政
を
誹
講

　
し
た
士
人
を
収
禁
ず
る
場
所
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
『
文
献
通
考
』

　
巻
四
六
、
学
校
考
七
、
政
和
瀞
二
年
条
の
馬
端
臨
皿
の
論
文
・
甲
に
記
さ
れ
て
い
る
。

⑳
観
操
舜
卿
所
供
、
亦
粗
有
文
采
。
但
既
是
士
人
、
便
不
応
諾
隅
田
。
既
充
撹
戸
、

　
則
与
県
吏
等
耳
。
…
…
所
当
究
覧
重
断
、
以
其
三
王
読
書
、
姑
与
押
下
県
学
、
習

　
読
三
月
、
候
改
過
臼
、
与
鎚
殿
撹
戸
印
記
、
改
正
罪
名
。
…
…

⑳
　
…
…
王
徳
元
却
不
曾
勘
招
。
仮
称
倉
語
口
客
一
節
、
但
以
其
計
置
県
吏
、
随
人

　
奔
徒
。
此
愚
意
漉
之
不
若
。
姑
亦
従
軽
、
決
竹
箆
二
十
、
押
下
州
学
聴
読
。
請
本

　
学
輪
差
人
、
監
在
自
訟
斎
、
不
得
放
令
東
西
、
満
愚
暗
。
傍
輸
戯
。

⑫
　
此
間
民
俗
、
大
概
質
朴
畏
謹
。
然
其
間
亦
有
事
雄
健
訟
為
善
良
之
梗
使
、
不
獲

　
安
息
者
。
…
…
盛
岡
詞
頃
者
、
必
侮
単
為
盤
主
、
謂
之
主
人
頭
。
此
其
人
或
是
貢

　
士
、
或
是
國
学
生
、
或
進
士
困
於
場
屋
者
、
或
勢
家
子
弟
宗
族
、
或
宗
室
之
不
覇

　
者
、
…
…
前
政
課
目
自
知
躍
然
、
当
聴
訟
時
、
灼
見
有
此
等
人
、
便
厳
行
懲
断
。

其
在
士
響
、
則
善
処
之
自
論
述
麓
洲
究
柴
煮
。
人
翼
裁
、
不
敢
健

　
公
。
　
＝
ー
ー

　
一
一
【
百

⑱
　
…
…
…
今
王
土
部
所
擬
、
季
辺
山
勘
杖
一
百
。
但
其
上
首
、
自
称
前
学
生
、
意

　
食
甚
長
承
類
、
遂
農
免
断
。
就
観
李
辺
前
後
状
詞
、
皆
是
翠
蓋
野
人
之
語
、
無
一

　
毫
詩
欝
意
味
。
安
得
附
於
儒
生
之
列
。
…
…
償
義
理
時
、
又
獲
裏
袖
、
則
凡
醜
類

　
悪
物
、
好
行
凶
徳
之
人
、
稽
識
丁
字
者
、
皆
得
以
士
自
適
、
而
恣
為
惇
理
傷
道
之

　
鄭
、
官
司
終
不
得
而
誰
何
英
。
…
…

⑭
　
胡
大
発
、
…
…
本
合
徒
断
、
姑
照
擬
、
勘
隅
一
百
、
編
管
隣
州
。
除
並
照
擬
行
。

　
本
司
已
予
淳
祐
九
年
十
月
初
八
目
、
将
胡
大
発
毛
墨
引
断
、
内
胡
大
発
称
是
士
人
、

　
習
詩
賦
。
遂
当
庁
出
藁
葺
蝉
茸
詩
引
試
。
拠
早
大
一
答
、
…
…
。
尋
塁
奉
台
判
、

　
粗
通
、
姑
免
勘
断
、
重
究
竹
箆
二
十
。
・

⑮
　
照
条
、
合
是
徒
配
、
以
係
士
人
、
且
与
末
細
、
勘
杖
一
百
、
編
管
隣
州
。
除
並

　
照
擬
行
。
尋
押
上
呉
羅
中
、
当
庁
酒
断
、
拠
雪
乞
引
試
、
遂
課
試
。
呈
奉
台
判
、

　
文
理
粗
通
、
姑
与
遅
駆
大
杖
、
改
決
竹
箆
二
十
。
致
死
受
業
、
此
是
何
等
刑
名
。

　
徒
降
而
朴
、
所
以
許
其
紅
藻
面
繋
季
移
軍
士
者
。
意
亦
厚
　
。
切
宜
自
勉
。

⑳
　
…
…
王
桂
王
栄
兄
弟
習
儒
、
倶
登
名
於
天
府
、
母
蘭
曲
之
英
、
青
苔
能
之
選
者
。

　
…
…
王
桂
係
中
本
罪
徒
、
郷
挙
不
免
、
且
従
軽
典
、
送
学
夏
楚
二
十
、
傍
令
屏
出

　
院
。
琢
胎
嶽
麓
之
淺
。

⑳
　
　
『
勉
斎
集
』
巻
三
三
、
判
語
「
襲
儀
久
追
不
出
」
に
は
、
解
試
が
近
い
と
い
う

　
理
睡
で
士
人
を
免
罪
に
し
て
い
る
例
が
あ
る
。

　
　
　
…
…
襲
儀
自
称
士
人
。
感
応
無
畏
名
義
、
不
畏
条
法
、
以
至
於
此
。
合
将
聾

　
　
　
儀
重
行
勘
断
、
念
其
自
称
士
人
、
秋
試
在
近
、
且
与
免
罪
、
諫
枷
押
下
安
下

　
　
　
人
葉
万
卿
保
管
、
伺
候
理
対
公
事
。
…
…

⑱
　
本
論
中
に
引
用
し
た
明
版
『
清
明
集
』
巻
十
一
、
人
品
門
、
士
人
「
士
人
充
撹
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戸
」
に
は
、
「
但
既
是
士
人
、
便
不
応
充
携
戸
。
心
礎
概
戸
、
則
与
県
吏
等
耳
」

と
い
う
一
節
が
あ
り
、
同
書
巻
三
、
文
事
門
、
学
校
「
学
舎
之
士
、
不
応
耕
細
正

将
職
田
」
に
も
、

　
　
…
…
但
李
癸
発
、
衣
儒
衣
冠
、
名
手
学
籍
、
而
乃
耕
佃
尊
卑
職
田
、
則
是
以

　
学
校
制
禦
子
、
而
作
正
将
之
荘
佃
野
。
図
無
廉
恥
、
如
単
蹄
。
…
…

と
あ
り
、
当
時
撹
戸
や
佃
戸
（
季
癸
発
は
僕
佃
戸
で
あ
ろ
う
）
と
な
る
こ
と
は
、

士
人
に
相
応
し
か
ら
ざ
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
州
県
学

生
員
が
係
官
の
田
産
の
細
賃
や
坊
場
を
講
負
う
こ
と
を
法
的
に
も
禁
じ
ら
れ
て
い

　
た
こ
と
は
、
『
｛
木
ム
駅
就
業
稿
』
膨
塞
儒
二
、
　
郡
県
脚
ナ
、
　
政
和
山
隔
年
山
ハ
月
五
田
条
に
口
兄

　
え
る
。

⑧
　
　
『
宋
史
騙
巻
一
五
七
、
選
挙
士
心
三
の
習
頭
に
、

　
　
凡
学
監
隷
国
子
監
。
国
子
生
、
以
京
朝
七
品
以
上
子
孫
為
之
、
…
…
太
学
生
、

　
　
以
八
品
以
下
子
弟
若
庶
人
之
俊
異
者
為
之
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
苗
代
の
官
僚
に
寄
居
の
風
潮
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
南
宋
に
至
り
、
士
大
夫
の
郷
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

植
党
の
傾
向
が
強
ま
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
朱
喜
…
や
諸
式
の
文
集
中
に
、
郷
居
の
士
大
豆
や
猶
々
の
影
響
力
に
依
拠
し
た
賑
憶
や
社

倉
の
施
策
が
見
ら
れ
、
郷
官
な
る
呼
称
が
生
ま
れ
た
の
も
南
二
代
で
あ
っ
た
。
士
大
夫
は
次
第
に
郷
里
社
会
と
結
び
つ
き
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

　
一
方
、
宋
代
の
科
挙
は
、
寄
応
、
す
な
わ
ち
本
籍
地
外
で
の
浜
弓
も
一
定
の
条
件
下
で
認
め
ら
れ
て
は
い
た
が
、
し
か
し
本
籍
地
取
応
は
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ぽ
一
貫
し
た
原
則
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
科
挙
を
目
指
す
士
人
と
郷
里
社
会
と
の
結
び
つ
き
は
強
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
北
宋
中
期
以
降
、

全
国
的
に
州
県
学
が
設
置
さ
れ
、
新
法
藩
政
午
下
で
三
舎
法
が
行
な
わ
れ
る
に
至
っ
て
、
養
士
の
機
関
た
る
学
校
は
次
第
に
清
士
の
機
関
へ
と

変
化
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
、
太
線
や
州
県
学
の
母
鳥
が
官
僚
に
次
ぐ
身
分
的
地
位
を
持
つ
者
で
あ
る
と
の
意
識
を
社
会
的
に
醸
成
・

定
着
す
る
に
与
っ
て
力
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
一
旦
廃
止
さ
れ
た
三
舎
法
を
復
活
し
た
徽
宗
朝
に
、
生
員
に
対
す
る
役
法
上
の
優
免
規

定
が
集
中
的
に
制
定
さ
れ
、
上
舎
（
上
等
）
生
が
官
戸
と
同
等
の
優
免
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
国
家
体
制
上
に
お
け
る
生
卵
の
身
分
的
地

位
の
高
さ
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
徽
一
算
の
初
期
よ
り
一
時
中
断
し
て
い
た
科
挙
は
、
宣
和
三
年
（
一
＝
二
）
に
復
活
さ
れ
る
が
、
科

挙
試
の
中
で
解
試
に
及
第
し
た
挙
人
は
ほ
ぼ
宋
一
代
を
通
じ
て
差
役
が
免
除
さ
れ
、
刑
法
上
も
官
戸
に
次
ぐ
優
免
1
1
睡
論
が
許
さ
れ
て
い
た
。



、

宋代の士人身分について（高橋）

二
代
の
挙
人
は
、
科
挙
試
の
階
梯
か
ら
す
れ
ば
、
通
説
の
ご
と
く
明
制
と
は
異
な
っ
て
臨
時
的
な
資
格
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
社
会
的
、
法
律

的
に
は
固
定
化
し
た
終
身
身
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
挙
人
・
工
員
は
、
宋
代
に
新
た
に
成
立
し
た
社
会
的
階
層
と
し
て
の
無
官
の
読
書
人
層
－
士
大
夫
や
庶
民
と
は
区
捌
し
て

士
人
、
土
子
な
る
特
定
の
呼
称
を
与
え
ら
れ
て
い
た
階
層
－
の
中
核
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
郷
里
社
会
に
お
い
て
は
、
現
職
官
僚
や
郷

官
に
次
ぐ
身
分
的
地
位
を
持
つ
者
と
し
て
、
在
野
の
士
人
や
庶
民
の
上
位
に
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
挙
人
や
生
節
の
資
格
を
持
た
な
い
在

野
の
読
書
人
と
い
え
ど
も
、
士
入
と
し
て
庶
民
よ
り
高
い
身
分
的
地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
か
か
る
身
分
的
地
位
と
士

た
る
こ
と
の
自
覚
に
基
づ
き
、
士
人
は
、
一
方
で
は
郷
里
社
会
の
当
面
す
る
諸
課
題
の
解
決
の
た
め
に
、
地
方
官
や
郷
官
と
と
も
に
指
導
者
的

役
割
を
果
し
て
い
た
。
し
か
し
他
方
で
は
、
彼
等
は
自
ら
の
身
分
的
地
位
を
利
用
し
て
州
県
行
政
に
干
与
し
、
郷
民
に
重
大
な
被
害
を
与
え
て

も
い
た
。
士
人
の
身
分
的
地
位
は
州
県
に
お
け
る
裁
判
の
場
に
も
反
映
し
て
い
る
。
士
人
は
士
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
刑
罰
の
減
免
を
受
け
、
地

方
官
は
士
人
に
優
待
的
判
決
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
士
人
の
体
面
と
社
会
的
地
位
の
保
持
と
に
腐
心
し
て
い
た
か
に
す
ら
見
え
る
の
で
あ

る
。　

と
こ
ろ
で
、
酒
井
忠
夫
氏
は
本
稿
の
〃
は
じ
め
に
”
に
示
し
た
論
放
に
お
い
て
、
「
明
春
の
郷
紳
、
士
人
の
差
別
意
識
は
、
科
挙
制
度
か
ら

来
る
社
会
的
身
分
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
」
（
九
三
頁
）
と
述
べ
、
更
に
「
郷
紳
、
士
人
は
制
度
上
も
社
会
上
も
旧
中
国
社
会
に
お
け
る
支
配

階
級
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
指
導
層
的
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
る
」
（
九
五
頁
）
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
あ
え
て
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
酒
井
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
指
摘
す
る
論
点
の
一
層
の
敷
衛
と
展
開
の
先
に
、
重
田
徳
氏
の
「
土
地
所
有
に
基
づ
か
ぬ
支
配
」
と
し
て
の
「
郷
紳
支
配
」
論
が
構
築
さ
れ

て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
「
誤
謬
支
配
」
論
が
提
起
さ
れ
た
根
本
的
な
理
由
は
、
旧
中
国
の
地
主
が
終
に
領
主
化
す

る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
一
事
に
懸
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
地
主
は
地
主
で
あ
る
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
は
郷
里
社
会
の
社
会
的
な
い
し
政

治
的
支
配
者
た
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
仮
り
に
地
主
が
経
済
的
富
や
物
理
的
暴
力
に
よ
る
事
実
上
の
在
地
支
配
を
実
現
し
て
い
た
場
合
が

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
や

あ
る
に
し
て
も
、
支
配
の
正
当
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
官
僚
や
士
人
（
挙
人
・
生
類
）
と
し
て
集
権
的
国
家
機
構
の
中
に
自
ら
の
地
位
を
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得
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
髪
結
の
上
官
や
土
人
の
経
済
的
基
盤
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
未
解
明
の
課
題
で
あ
り
、

別
途
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
宋
代
に
お
け
る
士
人
の
社
会
的
法
的
身
分
の
成
立
は
、
士
人
の
諸
活
動
の
在
り
方
と
と
も
に
、
幕
末
以

降
に
成
立
す
る
と
さ
れ
る
所
謂
「
郷
紳
支
配
」
の
原
型
が
、
既
に
南
宋
社
会
に
成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
宋
代
の
郷
宮
や
士
人
の
い
わ
ば
正
当
化
さ
れ
た
支
配
が
、
地
主
制
と
国
家
支
配
と
の
関
連
で
、
ど
の
よ
う
な
構
造
と
特
質
を
も
っ
て
い
た
か

が
今
後
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
　
覆
宣
頴
『
中
国
社
会
史
料
叢
妙
』
（
商
務
印
書
館
、
　
一
九
三
七
年
）
甲
集
下
冊

　
「
郷
貫
」
の
条
、
酒
井
忠
夫
「
明
末
の
社
会
と
郷
紳
」
（
『
中
国
善
書
の
研
究
』
国

　
啓
刊
行
会
、
　
一
九
六
〇
年
、
所
収
）
、
納
税
沙
雅
章
「
宋
代
官
僚
の
寄
居
に
つ
い
て
」

　
（
「
東
洋
史
研
究
」
四
一
巻
一
号
、
　
一
九
八
二
年
）
を
参
照
。

②
荒
木
敏
～
『
宋
代
科
挙
制
度
研
究
臣
（
同
朋
舎
、
一
九
六
九
年
）
。

③
　
重
田
徳
「
郷
紳
の
歴
史
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て
一
郷
紳
観
の
系
譜
－
」
（
「
人

文
研
究
」
二
二
巻
四
分
冊
、
一
九
七
皿
年
、
後
に
『
清
代
社
会
経
済
史
研
究
隔
岩

波
書
店
、
一
九
七
七
年
、
に
収
録
）
、
同
氏
「
着
類
支
配
の
成
立
と
構
造
」
（
『
岩

波
講
座
世
界
歴
史
』
十
二
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
後
に
前
掲
『
清
代
社
会

経
済
史
研
究
』
に
収
録
）
。
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The　．Early　Roofing－Tile　Production　and　the　Real　Conditions

　　　of　the　Craftsmen　in　the　Five　Home　Provinces畿内

by

Tetsuro’　Hishida

　　In　this　paper　we　consider　the　first　stage　of　roofing－tilel　production　as

ranging・froin　its　very　beginning　to　the　period　of　the　bUildiiig　of　local

teinples；　’Our　aiin　is　’to　clarify　the　features　of　this　stage　by　analyzing　the

real　conditions　of　the　craftsnten　and　of　the’ oroducing　ceh’　te’tS’．

　　First，　we　cortect　the．chroholo9至cal　frameWork．　of：Sue－Pottery須恵器，

founded　o’氏@the’　niatefials　exdavated　from　reiics　of　furna’ees　for　tiles　and

ceramics．　Theh，　we　asses　the　chronology　of　tile　production，’　examine　the

’technica！・ktiowledge，　and　trY　to　trace　the　descerit　of　the　tilers．　’　As　a　resu！t，

it　iS　made　clear　that’Unti1　the　first　quater’of　’the　7　th　’eentury　there

existed　three　schools，’　which’　diverged　tO　be　more　various　in　the　seeond

’quarter．・

・’ `lso，　We　minutely　investigate　the・　production　systeM　（the　forms　of

furnaces，　the　operation　and　the　supply）．　From　this　investigation　We　／can

suppose　that　the　production　system　of　roofing－tiles　was　formed　by　the

cQmbination　of　the　tilers　with　technical　1〈nowledge　and　the　crafsmen　of

Sue－Pottery，　and　that　’the．　existence　of　this　combination’　depended　upon

the　demand．　We　think　of　th．e　s，q，id　prQdgction　system　as　one　of　the　most

important　conditjons　that　facjliated　the　expansion　of　tile　production　in

the　7　th　century．

The　Shiren士人Class　in　the　Song　Dynasty

by

Yoshiro　Takahashi．

　　In　the・Song　dynasty，　to　add　to　the’　difftiSion　of・・government’　or’　private

schools，　the　arrangement　of．the　imperial　examination（leの’te科挙）．system，
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and　the　shengyttan生員，　wh6　didn’t　have．．any　pbst；　’　Were　’…．distingu圭shed

from　the　o伍cials（literati，　shidafu士大夫）and　the　common　people，　and

they　were　ca11ed　th⑱shiren　or　the　shizi士子，　They　were　considered　as

the　ciass　next　to　the　ofHcials　in　the　xiangli郷里society．　AIld　so，　the

hierarchy　was　formed　in　wh圭ch．the’　xiang　qudiz下官and　theブ加（temporary

lodging）quan寄居官were　the伽st，　the　shiren　the　second　and　the　common

people　the，tliird．・

　　The　．shirens　w．　ho・were　aware　of　the　importance，　of　their　own　status

and．．cQnsi（斡red．　th（1皿＄elve＄；㌻he　intelligensia，5hi…；ヒ，．maiRtained．1ea（ler＄hip

in　the　solutiQn，・o’f　，l　l．e　prQblems　，of　the　society．，But　／，　on．　the　other　．hand，

they　maqe　．qse　of　．　their　status・tQ．gee　／their・　own　ii　terests．，・　The　．position

of・the／shiren　was．not　only　the　social　one・but　the．，／legal．Qne．／　Because　the

juren，and　the・shengyttan　took　some・advahtages・in　the．Iaws　on．／／corv6e

and　．the．criminal　laws．　Especia！ly　／the　qualificatiQn　．　of　the　juren，，which

was　only，tempor．　ary，．in　the　examination’systepa，／，w．．as　valid　for　life　in

their　law＄卜．Besidβs，．not　only　theブz‘紹移．，　and、．；the．　S．　hengyuαn　but．all　，the

shiren　received　favorable　treatments　in　the　court．　ln　the　national　system

or　in　the　xiangli　society，，　・．the　character．Q．f　their　governing　classes　was

getting　clear．

“　To－Bei・”’　（Going　to　America）　’　Bbom　in　Late　’Meiji　Erai

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Arneribari　Fever

by

Kenji　Tachikawa

　　From　the　latter　half　of　the　thirties　to　the　forties　of　Meiji　Era，　many

Japanese　were　interested　in　going　abtoad　to　America　and　many　of　them

actually　did　so．　A　variety　of　books　and　leaflets　were　published　to

encourage　their　going　to　America；　orgahizations　promoting　the　trend

such　as　Tobei－feyoleai　（渡米協会）or　Rifeiko－feai（力行会）were　getting　more

active　than　’ever　and　・a　considerable・／am　ount　of　information　concerning

America　was　on　newspapers，　and　magazines．　／　Such　’palatabie　Phrases　i’as
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